
基幹病院・サテライト型（青森県西北五医療圏の例）

これまでの再編・ネットワーク化の事例について

再編前

つがる市成人病
センター（92床）

公立金木病院
（176床）

鰺ヶ沢町立中央
病院（140床）

再編後

統合型（兵庫県三木市・小野市の例）

再編前

小野市民病院
（220床）

三木市民病院
（323床）

再編後

北播磨総合医療センター
（450床）

＜再編による主な効果＞

・ 広域連合内の医師数が増加
（51名→61名）するとともに、
中核病院の診療科が充実。
（16診療科→21診療科）

・ 関係医療機関において患者
情報を共有し、切れ目ない
医療提供を実現。

＜再編による主な効果＞

・ 医師数が増加（60名→80名）し、
診療科が充実。
（21診療科→33診療科）

・ 休止・縮小していた分娩や
小児救急を開始・拡充する
など、必要とされる地域医療
を確保。

つがる総合病院
（438床）

鶴田町立中央
病院（130床）

（つがる西北五広域連合）

つがる市民診療所
（無床）

（北播磨総合医療センター企業団）

かなぎ病院
（100床）

鶴田診療所
（無床）

五所川原市立西北
中央病院（416床）
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鰺ヶ沢病院
（100床）

県・市統合型（日本海総合病院の例）

これまでの再編・統合の事例について

統合前

酒田市酒田病院
（400床）

山形県立日本
海総合病院

（528床）

統合後（H20.4～）

官・民統合型（兵庫県加古川市市民病院（仮称）の例）

統合前

神鋼加古川病院
（株式会社立）

（198床）

加古川市立
加古川市民
病院（411床）

＜統合による主な効果＞

〈日本海総合病院〉
酒田医療センターから診療科を移

行して、急性期病院として集約を図
り、手術件数の増加、平均在日数の
短縮を実現。

〈酒田医療センター〉
療養病床への移行（７科→２科）、

回復期リハビリテーション機能の強
化により、回復期・慢性期に対応

・ ２病院間の役割分担と、人員配置
の弾力化により、医師数の増加（87
名→94名）等を実現。

＜統合による主な効果＞

・ 民間手法を取り入れた価格交渉、
両病院の診療材料の統一等により、
コストの削減を実現。

・ 実質的に1病院に見立てた運営を
スタート。両病院間の人事異動を臨
機に実施し、業務運営の一体化を促
進。

・ 平成28年度に完全統合予定。

日本海総合病院
（648床）

日本海総合病院
酒田医療センター

（114床）

（地方独立行政法人加古川市民病院機構）
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加古川西
市民病院

（405床）

加古川東
市民病院

（198床）

（地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構）

（急性期） （回復期、慢性期）
役割分担

統合後（H23.4～）

平成28年度に2病
院を統合した新
病院を開院予定
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新公立病院改革ガイドラインの内容②－５

(４) 経営形態の見直し

新改革プランにおいては、民間的経営手法の導入等の観点から行おうとする経営形態の見直しについて、新経営形態への移行計画の概
要を記載する。見直しに関し、考えられる選択肢は以下のとおり。
（１）地方公営企業法の全部適用 （２）地方独立行政法人化（非公務員化） （３）指定管理者の導入 （４）民間譲渡 （５）事業形態の見直し

（参考）これまでに経営形態の見直しを行った公立病院の経営状況

22

◎ 地方独立行政法人化病院の推移

◎ 地方独立行政法人化病院の病床規模別病院数

※病床数は平成25年度の許可病床数

◎ H21～25年度に地方独立行政法人化した病院の経営状況（H20→H25）

※平成25年度時点での地方独立行政法人の病院のうち、国立病院や民間病院から地方独法化したものを除く。

～H１９ H２０ H２１ H２２ H２３ H２４ H２５ H２６～(予定)

病院数
（全83病院）

8 3 10 22 13 8 3 16

100床未満
100床以上200床

未満
200床以上300床

未満
300床以上400床

未満
400床以上500床

未満
500床以上

病院数
（全67病院）

5 11 16 14 9 12
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地方独立行政法人化病院の状況

医業収支比率
の変化

～△10% △10%～△5% △5%～0% 0%～5% 5%～10% 10%～15% 15%～20% 20%以上

病院数
（全49病院）

3 4 5 7 17 11 1 1
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◎ 指定管理者制度導入病院数の推移

◎ 指定管理者制度導入病院の病床規模別病院数

※病床数は平成25年度の許可病床数

◎ H21～25年度に指定管理者制度を導入した病院の経営状況（H20→H25）

※平成21年度から25年度までの間に指定管理者を導入した21病院のうち、新設等により平成20年のデータがない６病院は除く。

～H１９ H２０ H２１ H２２ H２３ H２４ H２５ H２６～（予定）

病院数
（全78病院）

45 7 3 7 4 6 1 5

100床未満
100床以上200床

未満
200床以上300床

未満
300床以上400床

未満
400床以上500床

未満
500床以上

病院数
（全73病院）

20 24 13 9 4 3
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指定管理者制度を導入している公立病院の状況

医業収支比率
の変化

△10%～△5% △5%～0% 0%～5% 5%～10% 10%～15% 15%～20% 20%以上

病院数
（全15病院）

1 2 4 3 1 1 3

新公立病院改革ガイドラインの内容③ポイント４

（地域医療構想の策定等を通じた取組）

○ 都道府県は、病院事業設置団体の新改革プランの策定について適切に助言

○ 市町村等が再編・ネットワーク化に係る計画を策定する際、都道府県においても、積極的に参画

（管内公立病院の施設の新設・建替等を行う場合の検討）

○ 管内市町村の病院施設の新設・建替等に当たっては、当該公立病院の機能・役割分担、統合・再編
のあり方、適切な規模、医師確保の方策、収支見通し等について十分に検討

○ 地域医療構想との整合性に係る都道府県の意見に基づき、適当であるものに係る病院事業債につ
いて地方交付税措置

○ 都道府県は、医療法に基づき、地域医療構想の策定及びこれを実現するための措置（地域医
療構想調整会議の設置、協議が調わない場合の要請・指示・命令等、基金による財政支援等）を
講じることとなるもので あり、地域の医療提供体制の確保についてこれまで以上の責任を有する。

25

都道府県の役割・責任の強化

都道府県の市町村担当部局と医療担当部局とが連携して取組

－ 167 －



１ 普通交付税（平成27年度）

注１ 「不採算地区病院」のうち、第1種は150床未満で最寄りの一般病院まで１５㎞以上の一般病院、第2種は150床未満で人口集中地区以外に所在する一般病院をいう。

注２ 「周産期医療病床」のうち、第1種は新生児特定集中治療室等、第2種は新生児特定集中治療室等に準ずる室、第3種は新生児特定集中治療室等の後方病室、第4

種は新生児特定集中治療室等に準ずる室の後方病室のそれぞれが有している病床をいう。

区分 単価

病床割（１病床当たり） 705千円

救急告示病院分 1,697千円×救急病床数＋32,900千円

事業割
平成27年度に同意等を得た建設改良費に係る元利償還金×1/2×50％（通常分）

×2/3×60％（特別分※)

２ 特別交付税（平成26年度）

区分 単価

①不採算地区病院（１病床当たり）
第1種 1,263千円
第2種 842千円

②結核病床 1,648千円
③精神病床 1,265千円
④リハビリテーション専門病院病床 440千円

⑤周産期医療病床

第1種 3,872千円
第2種 3,098千円
第3種 2,047千円
第4種 1,637千円

⑥小児医療病床 1,187千円
⑦感染症病床 4,107千円
⑧小児救急医療提供病院（１病院当たり） 10,634千円

⑨救命救急センター（１センター当たり） 136,896千円

病院事業に係る主な地方交付税措置ポイント５

※ 新改革プランに基づく再編・ネットワーク化（「複数病院の統合」又は「相互の医療機能の再編」のいずれか）に該当する施設・設備の整備費をいう。
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新公立病院改革ガイドラインに基づく財政措置①

（１）新公立病院改革プラン策定経費

策定経費 ２００万円（H２７年度）

点検・評価等経費 ５０万円（H２８年度～H３３年度）

〔措置内容（見込み）〕

○ 都道府県（普通交付税措置）

○ 市町村（特別交付税措置）

点検・評価等経費 ５０万円 又は 実際に要した額のいずれか小さい額（H28～H33年度）

策定経費 ２００万円 又は 実際に要した額のいずれか小さい額（H27、 H28年度）

新公立病院改革ガイドラインを踏まえ策定する新公立病院改革プランの策定及びその後の実施状
況の点検・評価及び公表に要する経費について、地方交付税措置。

１ 公立病院改革に対する措置

27
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新公立病院改革ガイドラインに基づく財政措置②

（２）再編・ネットワーク化に伴う施設・設備の整備

〔特別分の対象〕
① 対象となる再編・ネットワーク化とは、複数病院の統合又は相互の医療機能の再編を行うものとするが、経営主体の統合（同一の指定管理者を指定することに

より経営統合を行う場合を含む。）を伴わない場合には、関係病院等間において以下に掲げるすべての取組が行われることを要件
・機能分担による病床規模又は診療科目の見直し ・共同購入等による医薬品、診療材料等の効率的調達
・医師の相互派遣による協力体制の構築 ・医療情報の共有等による医療提供の連携体制の構築

② ①の再編・ネットワーク化に伴って必要となる以下の施設・設備の整備を対象
1) 病院・診療所間のネットワーク形成のために必要となる患者搬送車、遠隔医療機器等の整備に要する経費
2) 経営主体の統一に伴い必要となる情報システムの統合等整備に要する経費
3) 再編・ネットワーク化に伴う機能分担により基幹病院において新たに整備される高度医療又は救急医療の用に供する医療施設及び医師の研修又は派遣の拠

点機能を有する施設並びにこれらの施設に設置される医療機器等の整備に要する経費
4) 再編・ネットワーク化に伴う機能分担により基幹病院以外の医療施設において必要となる既存施設の改修及びこれに伴い設置される医療機器等の整備に要

する経費
5) 統合に伴う新病院の整備に要する経費

③ 旧ガイドラインを踏まえ策定された公立病院改革プランに基づき実施される事業であって、①及び②に定める要件に合致するものについては、再編・ネットワー
ク化計画を総務省に提出することにより、当該財政措置の対象

なお、特別分が措置される場合は、従前の一般会計出資債は対象とならないことに留意

〔期間等〕

平成２７年度～平成３２年度

新公立病院改革プランに基づき行われる公立病院等の再編・ネットワーク化に係る施設・設備の整
備について、病院事業債（特別分）を措置し、その元利償還金の４０％を普通交付税措置

【平成26年度まで】 【平成27年度以降】

30％地方交付税措置
通常の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25％地方交付税措置

再編・ネットワーク化に伴う整備・・・ 40％地方交付税措置

〔普通交付税の算入方法〕

平成26年度までの病院事業債に係る元利償還金の一部については、引き続き病床割に算入するが、平成27年度以降の病院事業債に係る元利償還金につ

いては、病床割の算入を廃止し上記措置率による事業割に一本化
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新公立病院改革ガイドラインに基づく財政措置③

（３）再編ネットワーク化や経営形態の見直し等に伴う精算等

再編・ネットワーク化に伴う新たな経営主体の設立等に際し、承継する不良債務の額を限度
とする一般会計出資債を措置（旧ガイドラインと同様の措置）

新公立病院改革プランに基づき行われる公立病院等の再編・ネットワーク化に伴い不要となる
既存施設の除却等経費について、その１／２を特別交付税措置（旧ガイドラインと同様の措置）

病院施設の他用途への転用に際しては、経過年数が１０年以上の施設等の財産処分である
場合、従来の元利償還金に対する普通交付税措置を継続（新規）

指定管理者制度の導入等に際し必要となる退職手当の支給に要する経費について、必要に応じ
て退職手当債を措置（旧ガイドラインと同様の措置）

※   再編・ネットワーク化等に伴い、公立病院廃止等を行う場合の財政措置のあり方について、今後の各地方公共団体
の取組内容等を踏まえ検討

30

（４）許可病床数削減時の普通交付税算定の特例

普通交付税の算定基礎を許可病床数から稼働病床数に変更することに伴い、削減許可病床数
を有するものとして算定する既存の措置を平成28年度から見直し、許可病床の削減数に応じた５年
間の加算措置を講じる方式に変更。

29
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新公立病院改革ガイドラインに基づく財政措置④

（１）施設の新設・建替等を行う場合の地方交付税措置の見直し

〔対象事業〕
原則として、平成２７年度以降に実施設計に着手する病院の新設、建替、増改築事業

〔手続き等〕

２ 公立病院改革に関する既存の地方財政措置の見直し

公立病院施設の新設・建替等（医療機器整備を含む）に係る病院事業債に関しては、地域の医療提

供体制に大きな役割・責任を持つ都道府県が、同意等に際して収支見通し等について十分検討を行う
とともに、当該公立病院に係る機能・役割分担等の地域医療構想との整合性についても十分に検討を
行い、適当と認められるものに地方交付税措置

（１） 当該事業の基本設計に着手する段階で、その見込み等を作成し、総務省に（市町村分については、都道府県を通じて）提出。

（２） 都道府県は、当該公立病院の新設・建替等について意見を付し、その際、都道府県は、新設・建替等に係る病院事業債の同意
等を適切に行う観点から収支見通し等について十分検討を行うとともに、当該公立病院に係る機能・役割分担等の地域医療構想
との整合性について十分に検討を行った上で意見を付す。

（３） (1)及び(2)により提出した地方公共団体は、当該事業が終了するまでの間、各年度の進捗状況等を総務省に報告

（４） 総務省は、地域医療構想との整合性に係る都道府県の意見に基づき適当であるものに係る病院事業債（同意等を得たもの）の
元利償還金について地方交付税措置を講じる。なお、上記都道府県の意見に基づき適当と認められないものに係る病院事業債に
ついては、原則として、当該病院事業債の同意等の前に、その旨を通知。
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新公立病院改革ガイドラインに基づく財政措置⑤

（２）病床数に応じた地方交付税算定の見直し

公立病院の病床数に応じた地方交付税措置について、算定の基礎となる病床数を許可病床数から
稼働病床数に変更する。

普通交付税の病床割、特別交付税の不採算地区病院及びリハビリテーション専門病院の算定に係る一般及び療養病床。

医療法の病床機能報告制度において、都道府県に報告した前年度の７月１日時点の稼働病床数（許可病床数から休床の届出をし
ている病床数の他、過去１年間に一度も入院患者を収容しなかった病床数を除いた病床数）とする。

許可病床から稼働病床への移行に伴う措置額の減少又は稼働病床数の減少に伴う措置額の減少については、変動を緩和する措
置を講じる（減少分のうち、１年目0.9、２年目0.6、 ３年目0.3を復元し、4年目に置き換え）。

〔見直しの対象〕

〔算定に用いる稼働病床数〕

〔緩和措置〕

31
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新公立病院改革ガイドラインに基づく財政措置⑥

（３）病院施設の整備費に係る措置

不採算地区病院の第２種の要件を以下のとおり見直し

〔現行〕

直近の国勢調査における「人口集中地区」以
外の区域に所在

〔改定後〕

直近の国勢調査に基づく当該公立病院の半径５
キロメートル以内の人口が３万人未満のもの※

※ 直近の国勢調査に基づく当該公立病院の半径５キロメートル以内の人口が３万人以上10万人未満のものについて、当該単価を人口10万人で０とな
るよう逓減して措置

※ 見直しによる影響額については、経過措置を講じる（影響額のうち、１年目0.9、２年目0.6、３年目0.3を復元し、 4年目に置き換え） 。

不採算地区病院、結核、精神、周産期、小児、感染症及びハビリテーション専門病院並びに救命救
急センター及び小児救急医療提供病院に対する特別交付税措置について、病床数等に単価を乗じて
算定する方式から実際の繰出額に一定率を乗じたものと比較する方式に見直しすることを検討

病院事業債に係る普通交付税措置（事業割）の対象となる建築単価を以下のとおり見直し

〔適用時期〕
平成２６年度の病院事業債に係る措置から

〔現行〕

３０万円／㎡以内

〔改定後〕

３６万円／㎡以内
※ 継続事業についても平成２６年度分の病院事業債から適用

32

（４）不採算地区病院の第２種要件の見直し

（５）公立病院に対する特別交付税措置の重点化
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総務省自治財政局財政課
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平成28年度地方財政計画について
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▲31.7兆円
［▲6.6％］

▲27.8兆円
［▲5.7％］

▲15.4兆円
［▲3.0％］
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▲6.2兆円
［▲1.0％］

国・地方を合わせたプライマリーバランスについて、2015年度までに2010年度に比べ赤字の対ＧＤＰ比を
半減、2020年度までに黒字化、その後の債務残高対GDP比の安定的な引下げを目指す。

財政健全化目標

（推計値）

国・地方のプライマリーバランス（対GDP比）の推移

（「中長期の経済財政に関する試算」（平成27年7月22日内閣府）の「経済再生ケース」）

（実績値）

国・地方プライマリーバランスの財政健全化目標

2018年度の目標
（▲ 1.0%）
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経済財政運営と改革の基本方針201５（改革工程について）（抄）

計画の中間時点(2018年度)において、目標に向けた進捗状況を評価する。集中改革期間における改革努力のメルクマールとし

て、2018年度（平成30年度）のＰＢ赤字の対ＧＤＰ比▲１％程度を目安とする。国の一般歳出については、安倍内閣のこれまでの

取組を基調として、社会保障の高齢化による増加分を除き、人口減少や賃金・物価動向等を踏まえつつ、増加を前提とせず歳出

改革に取り組む。社会保障関係費については、高齢化要因も考慮し、安倍内閣におけるこれまでの増加ペースを踏まえつつ、消

費税率引上げに伴う充実を図る。ただし、各年度の歳出については、一律でなく柔軟に対応する。地方においても、国の取組と基

調を合わせ取り組む。

これらの目安 に照らし、歳出改革、歳入改革それぞれの進捗状況、ＫＰＩの達成度等を評価し、必要な場合は、デフレ脱却・経

済再生を堅持する中で、歳出、歳入の追加措置等を検討し、2020年度（平成32年度）の財政健全化目標を実現する。

（改革工程の明確化）

（平成27年6月30日閣議決定）

＊ 国の一般歳出の水準の目安については、安倍内閣のこれまでの３年間の取組では一般歳出の総額の実
質的な増加が1.6兆円程度となっていること、経済・物価動向等を踏まえ、その基調を2018年度（平成30年度）
まで継続させていくこととする。地方の歳出水準については、国の一般歳出の取組と基調を合わせつつ、交
付団体をはじめ地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源の総額について、2018年度（平成30年度）
までにおいて、2015年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保する。

＊

第３章 「経済・財政一体改革」の取組－「経済・財政再生計画」

３．目標とその達成シナリオ、改革工程

（１）集中改革期間と中間評価

22

（時間軸）
地方自治体の歳出改革・効率化の取組の加速のための仕組み構築や官民連携による優良事例の創出・全国展開など主

要な改革については、2018 年度（平成30 年度）までの集中改革期間中に集中的に取組を進める。「世界最先端ＩＴ国家創造
宣言」に基づき、2021 年度（平成33 年度）までをめどに、国において政府情報システムのクラウド化と運用コスト低減（３割

減）を目指す。ストック情報（固定資産台帳を含む地方公会計、公共施設等総合管理計画等）を集中改革期間内に整備し開
示する。

（地方行財政改革の基本的な考え方等）
分野横断的な取組を進めるとともに、地域の活性化と頑張る地方を支援する仕組みの充実、国と地方で基調を合わせた歳

出改革・効率化、地方自治体の経営資源の有効活用を進める。その際、財源保障機能を適切に働かせ、住民生活の安心・安

全を確保することを前提として、上記の観点から地方交付税制度の改革に取り組む。

一方で、別枠加算や歳出特別枠といったリーマンショック後の歳入・歳出面の特別措置について、経済再生に合わせ、危機

対応モードから平時モードへの切替えを進めていく。

［３］地方行財政改革・分野横断的な取組等
これまで地方においても様々な改革努力を行ってきたが、地方歳出の多くが法令により義務付けられている経費や国の補

助事業であることから、制度の見直しなど、 国の歳出改革を確実に実行していくことが地方の歳出改革にとっても不可欠であ

る。一方で次世代に持続可能な地方財政制度を引き渡していくため、人口減少等を踏まえ、国の取組と基調を合わせた歳出

改革を行う。

その際、従来の仕組みを踏襲することへの危機意識を国・地方ともに共有し、「公的サービスの産業化」、「インセンティブ改

革」、「公共サービスのイノベーション」を内容とした歳出改革・効率化と利用者のニーズを踏まえたサービス向上の両立に取り

組む必要がある。そのため、人口減少等の社会構造の変化を踏まえ、歳出増加を前提とせず、国・地方ともに徹底的な抑制

や債務の圧縮に取り組む必要がある。

５．主要分野ごとの改革の基本方針と重要課題

地方自治体が自ら地域の活性化や歳出改革・効率化及び歳入改革などの行財政改革等に創意工夫を行うインセンティブを

強化するとともに、頑張る地方を従来以上に支援する仕組みへシフトする観点から以下の取組を一体として行う。さらに、地

方の税収増が見込まれる中、「税制抜本改革法」を踏まえ、地域間の税源の偏在を是正する方策を講ずるとともに、地方自

治体が自主性を発揮できるよう課税自主権の拡充を図る。

頑張る地方を支援できるよう、地域の活性化、歳出改革・効率化及び歳入改革などの行財政改革、人口減少対策等の取組

の成果を一層反映させる観点から計画期間中のできるだけ早期に地方交付税をはじめとした地方財政制度の改革を行う。

（地域の活性化と頑張る地方を支援する仕組み）

3

－ 173 －



17 18 20 21 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 23 23 23 23 23 22 22 22 21 21 20 20 20 20 

12 13 
14 

15 
16 16 17 18 18 19 19 20 21 21 21 22 23 25 26 27 27 29 31 31 32 33 35 36 

21 
21 

23 

24 
27 

29 
30 31 31 29 29 28 27 25 23 21 20 17 15 15 14 12 11 11 11 

11 
11 11 

6 
6 

6 

6 

7 

9 
8 

9 10 10 
11 12 13 

13 14 
14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

13 
13 13 

6 
9 

9 

8 

5 

4 
5 

5 
5 5 

5 5 5 
5 5 

5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 
6 

6 6 

62.8 

67.1 

70.9 

74.4 
76.4 

80.9 
82.5 

85.3 
87.1 87.1 

88.5 88.9
89.3 

87.6 
86.2 

84.7 83.8 83.2 83.1 83.4 82.6 82.1 82.5 81.9 81.9
83.4 

85.3 85.8 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 年度

（兆円）

その他
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投資的経費

社会保障関係費等
の一般行政経費

給与関係経費

歳出のピーク

地方財政計画の歳出の推移

近年の地方財政計画の歳出は、高齢化の進行等により社会保障関係費（一般行政経費に計上）が増加する一方で、
行政改革等により、給与関係経費や投資的経費が減少していることから、全体としては抑制基調にある。

44

○ 地方財政は、28年度末見込で約200兆円もの巨額の借入金残高を抱えている。

（参考）公営企業債残高（企業会計負担分）の状況

年度 H元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
公営企業
債残高 19 20 21 22 24 25 26 28 29 30 31 32 33 33 33 33 32 32 31 30 30 29 28 27 26 25 25 24

（単位：兆円）

※１ 地方の借入金残高は、平成26年度までは決算ベース、平成27年度は実績見込み、平成28年度は年度末見込み。
※２ ＧＤＰは、平成26年度までは実績値、平成27年度は実績見込み、平成28年度は政府見通しによる。
※３ 表示未満は四捨五入をしている。

地方財政の借入金残高の状況
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平成２８年度地方財政計画のポイント①

（２）重点課題対応分の創設等

・ 自治体情報システム構造改革推進事業 0.15兆円

・ 高齢者の生活支援等の地域のくらしを支える仕組みづくりの推進 0.05兆円

・ 森林吸収源対策等の推進 0.05兆円

１．通常収支分

（１）一般財源総額の確保と質の改善

・ 一般財源総額について、平成27年度を0.1兆円上回る61.7兆円を確保

・ 地方税が増収となる中で、地方交付税総額については、前年度とほぼ同程度の額を確保しつつ、

赤字地方債である臨時財政対策債の発行を大幅に抑制

一般財源総額（水準超経費除き） 60.2兆円（＋0.1兆円、同 60.2兆円）

・ 地方税 38.7兆円（＋1.2兆円、前年度37.5兆円）

・ 地方譲与税･地方特例交付金 2.6兆円（▲0.2兆円、 同 2.8兆円）

・ 地方交付税 16.7 兆円（▲0.1兆円、 同 16.8兆円）

・ 臨時財政対策債 3.8兆円（▲0.7兆円、 同 4.5兆円）

一般財源総額 61.7 兆円（ ＋0.1 兆円、前年度 61.5 兆円）

・ 地方の重点課題である高齢者支援や自治体情報システム改革等に取り組むために必要な経費を

重点課題対応分として地方財政計画の歳出に計上

重点課題対応分 0.25兆円

・ まち・ひと・しごと創生事業費は引き続き１兆円を確保

・ 公共施設等の老朽化対策のための経費を充実（＋0.15兆円）

6

平成２８年度地方財政計画のポイント②

２．東日本大震災分

（３）地方財政の健全化

○ 震災復興特別交付税

復興・創生期間においても、復旧・復興事業等について通常収支とは別枠で整理し、地方の所要の

事業費及び財源を確実に確保（㉘0.5兆円）

・ 地方税・地方譲与税等が大きく伸び（㉘41.3兆円、＋1.0兆円）、リーマンショック以前の水準に

まで回復

・ これに伴い、折半対象財源不足が大幅に減少し（㉘0.5兆円、▲2.4兆円）、臨時財政対策債の

発行も大幅に抑制（㉘3.8兆円、▲0.7兆円）。特会借入金も着実に償還（㉘0.4兆円）。

・ 平時モードへの切替えを進めるため、歳出特別枠については、必要な歳出を0.4兆円確保した

上で、同額を減額。別枠加算（㉗0.23兆円）についても、前年度とほぼ同程度の交付税総額を

確保した上で、廃止

7
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平成２８年度地方財政計画のポイント③

主な歳入歳出の概要

区 分
28年度

A

27年度

B

増減額

C＝A－B

増減率

C/B

歳

入

地方税・地方譲与税等

地方交付税

国庫支出金

地方債

臨時財政対策債

臨時財政対策債以外

その他

4１.3

16.7

13.2

8.9

3.8

5.1

5.7

40.3

16.8

13.1

9.5

4.5

5.0

5.6

1.0

▲0.1

0.1

▲0.6

▲0.7

0.1

0.1

2.4

▲0.3

1.1

▲6.7

▲16.3

1.9

1.4

計 85.8 85.3 0.5 0.6

一般財源総額 61.7 61.5 0.1 0.2

（水準超経費除き）

「一般財源」
60.2 60.2 0.1 0.1

区 分
28年度

A

27年度

B

増減額

C＝A－B

増減率

C/B

歳

出

給与関係経費

一般行政経費

うち 補助分

うち 単独分

うち まち・ひと・しごと創生

事業費

うち 重点課題対応分

地域経済基盤強化・雇用等対策費

公債費

維持補修費

投資的経費

うち 緊急防災・減災事業費

うち 公共施設等最適化

事業費

その他

20.3

35.8

19.0

14.0

1.0

0.3

0.4

12.8

1.2

11.2

0.5

0.2

4.0

20.3

35.1

18.5

14.0

1.0

-

0.8

13.0

1.2

11.0

0.5

0.1

3.9

▲0.0

0.7

0.5

0.0

0.0

0.3

▲0.4

▲0.1

0.1

0.2

0.0

0.1

0.0

▲0.0

2.1

2.4

0.3

0.0

皆増

▲47.3

▲1.1

5.1

1.9

0.0

100.0

1.1

計 85.8 85.3 0.5 0.6

※表示単位未満四捨五入の関係で積上げと合計が一致しない箇所がある。

（単位：兆円、％）通常収支分

8

※ 地方財政計画ベース
※ 三位一体改革において、平成１８年度に、国税から地方税へ約３兆円の税源移譲が行われた
※ （ ）書きの数値は、水準超経費除きの交付団体ベース
※ 平成２４年度以降の地方税・地方譲与税等は、復旧・復興事業及び全国防災事業の一般財源充当分を含んだ額

（兆円）

（年度）

34.6 35.4 37.2 39.9 41.4 41.6 38.1 34.8 36.0 36.0 36.5 37.9 40.3 41.2

18.1 16.9
16.9
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15.8
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5.9 4.2 3.2 2.9 2.6 2.8
5.1 7.7 6.2 6.1 6.2 5.6 4.5 3.8
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自治体情報システム構造改革推進事業

⾃治体クラウドの導⼊に必要な以
下の経費を計上。
・業務システムの標準化及びハー
ドウェア整備等に係る経費

・データ移⾏作業に係る経費
・途中解約等システム移⾏に係る
経費（⾃治体情報セキュリティ
クラウドを含む。） 等

マイナンバーの情報連携が始まる平成29年７⽉までに都
道府県や市区町村が⾏う所要のセキュリティ対策につい
て、以下の経費を計上。
・住⺠情報の流出徹底防⽌に係る経費
・LGWAN接続系とインターネット接続系の分割に係る
経費

・⾃治体情報セキュリティクラウドの運⽤・管理等に係
る経費 等

２．情報セキュリティ構造改革１．自治体クラウドの推進
（コスト構造改革）

外部のデータセンター

1010

自治体情報システム構造改革推進事業

マイナンバー制度における
⾏政機関等の間の情報連携
の実施に向け、以下の経費
を計上。
・住⺠基本台帳ネットワー
クシステムの運⽤経費

・中間サーバ、団体内統合
宛名システムの運⽤経費

等

情報提供
ネットワーク

システム

住民基本台帳
ネットワークシステム

政府共通NW

ＬＧＷＡＮ

地方公共団体

中間サーバ

団体内統合
宛名システム

既存システム

情報保有機関

・
・
・

３．マイナンバー制度の基盤
になる住基ネット等の運用

平成28年５⽉末（※）まで
に消防救急無線がアナログ
⽅式からデジタル⽅式に移
⾏することから、以下の経
費を計上。
・デジタル化したシステム
の運⽤に係る経費

（※）周波数割当計画（平成12年郵政
省告⽰第746号）により規定

消防本部

救急隊 消防隊

デジタル化によるメリットの例

①通信の秘匿性向上による個
人情報等の保護

②無線チャンネルの増加

消防本部等に設置された無線基地局と消防・救急車両に
装備された無線機等との間で、消防本部から消防隊・救
急隊への指令、消防隊・救急隊から消防本部への報告等
に使用される、消防救急活動に必要不可欠な無線通信網。

消防救急無線とは

５．デジタル方式に移行した消
防救急無線システムの運用

統⼀的な基準による地⽅公会
計に係るシステムの整備・運
⽤に必要な以下の経費を計上。
・地⽅公会計システムの稼働
に必要な財務会計システム
等改修経費

・地⽅公会計ソフトウェアの
セットアップ経費

・ハードウェア購⼊経費（⼀部
事務組合等に係るものに限る。）

・ハードウェア及びミドル
ウェアの保守経費

４．地方公会計システムの
整備・運用

サーバ等

地方公会計
ソフトウェア

財務会計
システム等

セットアップ
経費

財務会計システム等
改修経費

ハードウェア
購入経費※２

地方公共団体情報
システム機構（J-LIS）が
標準ソフトウェア※１を

平成27年度に無償提供

※１ ソフトウェアの稼働に必要な前提ミドルウェア（基本版）も含む。
※２ 一部事務組合等のみが対象であり、都道府県及び市町村のハード

ウェア購入経費は平成20～24年度の普通交付税において措置済み。

地方公会計システムのイメージ
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人口減少や高齢化が著しい地域においては、一体的な日常生活圏を構成している「集落生活圏」を維持すること
が重要であり、将来にわたって地域住民が暮らし続けることができるよう、地域住民が主体となって、地域の課題
解決のための持続的な取組体制の確立（地域運営組織の形成）を図る必要がある。このことから、高齢者の生活
支援等の地域の暮らしを支える仕組みづくりとして、地域運営組織の持続的な運営等に必要な費用について所要
の財政措置を講ずる。

高齢者の生活支援等の地域のくらしを支える仕組みづくりの推進

平成28年度における措置（市町村500億円）

（１）地域運営組織の運営支援のための経費

地域の生活や暮らしを守るための組織である地域運営組織が
持続可能な活動を継続できるよう、地域運営組織の運営に係る
所要の経費について地方交付税措置を講ずる。

（２）高齢者等の暮らしを守る経費

地域における住民同士の支え合いによる高齢者支援の取り組
み（高齢者交流、声かけ・見守り、買物支援、弁当配達・配給食
等）に係る所要の経費について、地方交付税措置を講ずる。

地域運営組織とは

地域の生活や暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心となって形成され、地
域内の様々な関係主体が参加する協議組織が定めた地域経営の指針に基づき、
地域課題の解決に向けた取り組みを持続的に実践する組織。（全国には概ね小学
校区を単位に1,600を超える組織がある。）
地域課題の多様化・広域化により、自治会・町内会では対応が困難な課題につい

て、既存の自治会・町内会を補完しつつ、住民自治を充実させるための新たな仕組
み。

市内全域で概ね小学校区
を単位とする任意の住民組
織「地域自主組織」が結成
され、小規模多機能自治の
活動として、高齢者の見守
り事業、配食事業等を実施
している。

活動事例（島根県雲南市）

市町村
（地方公共団体）

地域運営組織 高齢者等

運営支援

地域の暮らしを
支える

声かけ・見守り
買物支援等

声かけ・見守り
買物支援等

住民
ボランティア
自治会 等

1212

・

○ 我が国は2020年度の温室効果ガス削減目標を2005年度比で3.8％減とすることを国際約束しており、目標達成の

ためには、国・地方を通じた適切な森林整備により、森林の温室効果ガス吸収量を増加させる取組が不可欠

○ また、平成27年12月に国連気候変動枠組条約締約国会議(COP21)において、温室効果ガス排出削減等のため

の新たな国際枠組みである「パリ協定」が採択

○ 平成28年度税制改正大綱において、温室効果ガス削減目標の達成に向けて、市町村が主体となった森林・

林業施策を推進することとされた

森林吸収源対策等の推進

背 景

今後市町村が主体となった森林整備等が円滑に実施されるよう、森林整備の実施に必要と
なる地域の主体的な取組が求められる

森林吸収源対策等の推進 平成28年度事業費 ５００億円

(１) 林地台帳の整備の推進

・森林整備に必要な基礎情報

を林地台帳として整備

(３) 林業の担い手対策

・新規に就業しようとする若者等

に対する研修、定住促進

・就業者へのキャリアアップ研修

や福利厚生の充実 など

(４) 間伐等により生産された木材の活用

・公共施設への木材利用

・木質バイオマスエネルギー

への活用の推進 など

(２) 森林所有者の確定、

境界の明確化、

施業の集約化の促進

CO₂
CO₂
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指標（道府県分） 指標（市町村分）

産業関係
第一次産業産出額、製造品出荷額、小売業年間商品販売額、
延べ宿泊者数

農業産出額、製造品出荷額、小売業年間商品販売額

雇用関係 若年者就業率、女性就業率、従業者数、事業所数 若年者就業率、女性就業率、従業者数、事業所数

その他 一人当たり県民所得 一人当たり地方税収、転入超過率

行革努力分 地域経済活性化分 計
道府県分 ７５０億円程度 ２２５億円程度 ９７５億円程度
市町村分 ２，２５０億円程度 ６７５億円程度 ２，９２５億円程度

計 ３，０００億円程度 ９００億円程度 ３，９００億円程度

※各地方公共団体の伸び率と、全国伸び率の差に応じて、需要額の割増しを行う。

・ 以下の指標を用いて、各地方公共団体の行革努力の取組を反映

指標（道府県分、市町村分共通）
人件費関係 職員数削減率、ラスパイレス指数、人件費削減率

その他 人件費を除く経常的経費削減率、地方債残高削減率

○ 地方公共団体が自主性・主体性を最大限発揮して地方創生に取り組み、地域の実情に応じたきめ細かな施策を可能に
する観点から平成２７年度に創設された「まち・ひと・しごと創生事業費」について、平成２８年度においても引き続き１兆円
を確保

１． 地方交付税における算定

○ 「まち・ひと・しごと創生事業費」（１兆円）については、平成２７年度に引き続き「地域の元気創造事業費」（４，０００億円
程度、うち１００億円程度は特別交付税）及び「人口減少等特別対策事業費」（６，０００億円程度）において措置

２． 地域の元気創造事業費の算定方法

○ 地域の元気創造事業費については、現行の算定方法を基本的に継続

○ 平成２８年度 普通交付税３，９００億円程度

算 定 額 等

「行革努力分」の指標について

「地域経済活性化分」の指標について

（注）地域経済活性化分については、左記のほか、特別交付税で
１００億円程度を配分

・ 以下の指標を用いて、各地方公共団体の地域経済活性化の成果を反映

まち・ひと・しごと創生の推進①
1414

算 定 額 等

取組の必要度 取組の成果 計

道府県分 １，６７０億円程度 ３３０億円程度 ２，０００億円程度

市町村分 ３，３３０億円程度 ６７０億円程度 ４，０００億円程度

計 ５，０００億円程度 １，０００億円程度 ６，０００億円程度

・以下の指標を用いて、各地方公共団体の「取組の必要度」及び「取組の成果」を反映
・各指標の算定上のウェイトについては、「人口増減率」とその他の指標を４：６で設定。その上で、その他の指標に
ついては、個々の指標のウェイトを均等に設定

取組の必要度
（以下の指標について、数値が悪い団体の需要額を割増し）

取組の成果
（以下の指標について、全国の伸び率との差に応じて需要額を割増し）

・人口増減率
・転入者人口比率
・転出者人口比率
・年少者人口比率
・自然増減率
・若年者就業率
・女性就業率
・有効求人倍率
・一人当たり各産業の売上高(*)

・人口増減率
・転入者人口比率
・転出者人口比率
・年少者人口比率
・自然増減率
・若年者就業率
・女性就業率

指標について

○ 平成２８年度 普通交付税６，０００億円程度

（*）第一次産業（農業）産出額、製造品出荷額、小売業年間商品販売額、卸売業年間商品販売額の合計

３． 人口減少等特別対策事業費の算定方法

まち・ひと・しごと創生の推進②

○ 人口減少等特別対策事業費については、現行の算定方法を基本的に継続
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公共施設等の老朽化対策の推進

１．公共施設等最適化事業費の拡充

・公共施設等総合管理計画の策定状況（※）を踏まえ、以下のとおり増額。

※平成２７年１０月時点では全団体のうち６．３％が公共施設等総合管理計画を策定済みであり、平成２８年度にほぼすべての団体において策定予定。

・それぞれの事業に充当可能な地方債措置は以下のとおり。

２．公共施設等の維持補修費の増額

・地方公共団体の決算の状況等を踏まえ、増額（1兆2,198億円（＋597億円））。

地方財政計画において、公共施設等の老朽化対策に係る地方財政措置を拡充。

平成２７年度 １，０００億円
（内訳）
集約化・複合化事業 ４５０億円
転用事業 １００億円
除却事業 ４５０億円

平成２８年度 ２，０００億円
（内訳）
集約化・複合化事業 １，２５０億円
転用事業 １２０億円
除却事業 ６３０億円

【期間】
平成２７年度からの３年間

【充当率等】
地方債充当率 ： ９０％
交付税算入率 ： ５０％

【平成２８年度地方債計画計上額】
１，１３０億円 （平成２７年度は４１０億円）

※ 全体として施設の延床面積が減少する事業に限る

※ 広域連携により事業を実施する場合も対象

公共施設最適化事業債（集約化・複合化事業）

【期間】
平成２７年度からの３年間

【充当率等】
地方債充当率 ： ９０％
交付税算入率 ： ３０％

【平成２８年度地方債計画計上額】
１１０億円 （平成２７年度は９０億円）

※ 広域連携により事業を実施する場合も
対象

地域活性化事業債（転用事業）

【期間】
平成２６年度以降当分の間

【充当率】
地方債充当率 ： ７５％
（資金手当）

【平成２８年度地方債計画計上額】
４８０億円 （平成２７年度は３４０億円）

除却事業に係る地方債

16
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地方の財源不足額と地方税収

折半対象財源不足
解消

○ 近年は巨額の財源不足が続いている状況
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（※表示未満は四捨五入）

臨時財政対策債の発行額（計画ベース）臨時財政対策債の発行額（計画ベース）

2.8

5.4

3.8 3.8 3.6

2.6
1.5

0.3

2.6 2.8 

2.4 

2.3 

2.3 2.3 2.6 

3.0 

3.1 

3.5 

2.6 
2.8 

5.1 

7.7 

6.2 6.1 6.2 

5.6 

4.5 

3.8 

0

2

4

6

8

10

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

折半対象分 折半対象外分

（兆円）

（年度）

1818

歳出特別枠の見直し

○ 経済再生に合わせ平時モードへの切替えを進める観点から、メリハリを効かせた歳出の重点化・効率化。

○ 地方の重点課題に対応するための経費（自治体情報システム改革等）及び公共施設の老朽化対策につ

いて重点的に歳出を確保（0.4兆円）した上で、同額を歳出特別枠から減額。実質的に前年度水準を確保。

（単位：兆円）

Ｈ２７
地域経済基盤強化・雇用等対策費

０.８５

Ｈ２８
地域経済基盤強化
・雇用等対策費

０．４５

維持補修費
の充実

０.０５０.１

公 共 施 設 等
最適化事業費
の充実

０．２５

一般行政経費の充実

・自治体情報ｼｽﾃﾑ改革
・高齢者のくらしの支援
・森林吸収源対策等

（歳出特別枠については実質的に同水準を確保）

一般行政経費の中に新たに「重点課題対応分」
を創設
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○ アベノミクスの成果による景気回復等に伴い、２８年度の地方税・地方譲与税収は、リーマンショック以前

の水準にまで回復。

○ 別枠加算については、交付税総額について前年度と同程度の額を確保した上で、平時モードへの切替え

の観点から廃止。

＜地方の財源不足額と地方税収（決算ベース、H27･H28は計画ベース）＞＜地方の財源不足額と地方税収（決算ベース、H27･H28は計画ベース）＞

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

10,000 14,850 10,500 10,500 9,900 6,100 2,300 0

（単位：億円）＜別枠加算の推移＞＜別枠加算の推移＞

(5.5)
(10.8)

(7.6) (7.7) (7.2) (5.3) (2.9) (0.5)

5.2

10.5

18.2

14.2 13.7 13.3
10.6

7.8
5.6

39.6

35.3 35.7 35.7 36.1 37.2 38.4 38.6 39.8

0
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20

30

40

50

0

10

20

30

40

50

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

地方税・地方譲与税

(年度）

(財源不足額 兆円） (地方税・地方譲与税 兆円）

リーマンショック以前の地方税収の水準

地方税収の動向等を踏まえた別枠加算の見直し

※ 地方税・地方譲与税は、地方消費税引上げによる増収分を除き、法人住民税法人税割の交付税原資化による減収分を加えた額

※ （）は折半対象財源不足額

リーマンショック後の地方税収の水準

2020
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（単位：兆円）

歳出

85.8兆円
（85.3兆円）

給与関係経費
20.3

（20.3）

歳入

85.8兆円
(85.3兆円)

一般行政経費
35.8 (35.1)

投資的
経 費
11.2
(11.0)

地方税・地方譲与税等
41.2
(40.3)

国 庫
支出金
13.2
(13.1)

地方一般財源総額 ㉘61.7兆円（㉗61.5兆円）

地方
債等
10.9

（10.6）

国・地方で折半

地方交付税

16.7
(16.8)

3.5
(3.1)

元
利

償
還
分

臨
時
財
政

対
策
債

臨時財政
対策債

折半分
0.3
(1.5)

※（ ）内は平成27年度当初の数値

臨時財政
対策加算

0.3
(1.5)

地
域
経
済
基
盤
強
化
・

雇
用
等
対
策
費

0.4
(0.8)

＜参考＞折半対象財源不足額 ㉘0.5兆円（㉗2.9兆円）

その他

5.2
(5.1)

うち まち・ひと・しごと 創生事業費 1.0（1.0）
うち 重点課題対応分 0.3（ - ）

平成２８年度地方財政収支

公債費
12.8
(13.0)

※ 別枠加算は廃止 - （0.2）

臨時財政対策債発行額 ㉘3.8兆円（㉗4.5兆円）

22

地方国

【㉗ １．９兆円】

一般会計からの加算等

臨時財政対策加算 0.3兆円
別枠加算 －兆円
その他 0.4兆円

㉘ ０．６兆円

㉘ １．５兆円
【㉗ １．３兆円】

交付税特別会計国の一般会計

交付税法定率分

㉘ １４．５兆円
【㉗ １３．６兆円】

【㉗ １５．４兆円 】

㉘ １５．２兆円

【㉗ １６．８兆円】

㉘ １６．７兆円

地財計画ベースの交付税

（※）【 】内は㉗当初予算数値である

入口ベース 出口ベース

㉘ １．３兆円

㉘ ０．６兆円
【㉗ ０．５兆円】

【㉗ ０．９兆円】

・地方法人税の法定率分

・ 特会借入金の元利償還

・ 前年度からの繰越金

㉘ ▲ ０．６兆円
【㉗ ▲０．５兆円】

臨時財政対策加算 1.5兆円
別枠加算 0.2兆円
その他 0.2兆円

【㉗ ０．１兆円】

・ 特会剰余金の活用

・ 地方公共団体金融機構の公庫
債権金利変動準備金の活用

㉘ ０．２兆円
【㉗ ０．３兆円 】

（※）表示単位未満四捨五入の関係で積上げと合計が一致しない箇所がある

㉘ －兆円

平成２８年度 地方交付税の姿
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＜公表項目＞

民間委託の実施状況、指定管理者制度等の導入状況（施設区分別）、窓口業務の状況、総務事務センターの設置状況、クラウド化の実施状況、公共施
設等総合管理計画の策定状況、地方公会計の整備について取組状況を見える化（H28～）。

民間委託に係る歳出効率化の成果について、窓口業務、総務事務に係る業務改革モデルプロジェクトにおいて把握手法を検討・確立（H28～）。当該把
握手法を活用して、民間委託が進んでいない分野についても、住民一人あたりコストを見える化（H29～）。同コストの経年比較により取組状況を検証。

＜公表イメージ＞

【参考】

【参考】
指定管理者

施設数 導入率

民間委託

施設数 導入率

体育館

公の
施設数

全国
委託割合

類似団体
委託割合

今後の対応方針　【直営（※）を選択した団体のみ回答】

本庁舎の夜間警備

本庁舎の清掃

直営(※)

指定管理者導入割合 民間委託導入割合

類似団体 全国 類似団体 全国施設管理に対する考え方

※直営で専任職員を置いている場合

(２)指定管理者制度等

（１）民間委託

・・・

・・・

○○県（◆◆市）

各団体の取組について、統一した様式で、見える化を実施

類似団体
との比較

（平成２８年４月１日現在）

全国平均
との比較

【参考】 【参考】

委託割合
（全国）

設置割合
（類似団体）

予定時期

窓口業務の民間委託

委託状況

委託割合
（類似団体）

設置状況

設置割合（全国）

総合窓口の設置

（３）窓口業務

【参考】

｢設置予定無し｣及び｢首長部局未設置団体｣は「未設置の理由」を、｢設置予定あり｣の団体は｢設置予定時期｣を記述してください。
【人口が5万人未満の団体は回答不要】

設置割合 委託割合

福利厚生 財務会計 全国

対象部局 対象業務

首長部局 企業局 教育委員会 その他 給与 旅費

類似団体

設置割合 委託割合

設置状況 委託状況

（４）総務事務センター

地方行政サービス改革の取組状況の見える化・比較可能な形での公表

【参考】

【参考】

統一的な基準による財務書類の作成状況（一般会計等財務書類）

【参考】

作成済み

作成割合（都道府県）

単独クラウド

類型

自治体クラウド

単独クラウド

検討状況

実施しない理由

実施時期 実施割合（類似団体）

自治体
クラウド

単独
クラウド

実施割合（全国）

単独
クラウド

作成完了予定年度

策定割合（都道府県）

検討中

未実施

実施済み

実施予定

策定済み 策定予定 策定予定時期

策定割合（全国）

類型

自治体
クラウド

作成割合（全国）

作成予定

自治体クラウド

実施予定時期

（７）地方公会計の整備

（６）公共施設等総合管理計画

（５）クラウド化

平成27年11月27日
経済財政諮問会議
高市議員提出資料
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＜比較項目＞
民間委託、指定管理者制度等、クラウド化等の取組状況について比較可能な形で公表（H28～）。
→ 都道府県間・指定都市間の比較、各都道府県内の市区町村の取組割合と全国平均の比較 等

＜公表イメージ＞

各団体の取組について、比較可能な形で公表

市区町村の実施状況を日本地図でプロット比較

民間委託の実施状況 【●●県】

99.3%

50.0%

74.3%

61.3%

97.4%

83.3%

88.4%

55.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

本庁舎の

夜間警備

案内・受付

電話交換

公用車運転

県内市町村平均 全国平均
・
・・

県内市町村の取組割合と、全国平均を比較可能

・
・・

学校用務員事務

全国平均

県内
市町村平均

一般ごみ収集

白

黄色

赤

委託有り

専任職員無し等

委託無し

地方行政サービス改革の取組状況の見える化・比較可能な形での公表
平成27年11月27日
経済財政諮問会議
高市議員提出資料
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○ 基本方針2015に基づき、歳出の効率化を推進する観点から、歳出効率化に向けた業務改革で他団体のモデルとなるよ

うなものを地方交付税の基準財政需要額の算定に反映する取組を推進

○ その際、財源保障機能を適切に働かせ、住民生活の安心・安全を確保することを前提として取り組む。

【平成２８年度に着手する取組】

対 象 業 務
基準財政需要額の算定項目 基準財政需要額の算定基礎と

する業務改革の内容都道府県 市町村

◇学校用務員事務
（小学校、中学校、高等学校、特別支援学校）

高等学校費
特別支援学校費

小学校費、中学校費、
高等学校費

民間委託等
（現行：直営、一部民間委託等）

◇道路維持補修・清掃等 道路橋りょう費 道路橋りょう費

◇本庁舎清掃 ◇案内・受付 ◇公用車運転
◇本庁舎夜間警備 ◇電話交換

包括算定経費 包括算定経費

◇一般ごみ収集 － 清掃費

◇学校給食（調理）
◇学校給食（運搬）

－ 小学校費、中学校費

◇体育館管理 ◇プール管理
◇競技場管理

その他の教育費 その他の教育費
指定管理者制度導入、

民間委託等
（現行：直営、一部民間委託等）◇公園管理 その他の土木費 公園費

◇庶務業務
（人事、給与、旅費、福利厚生等）

包括算定経費 包括算定経費 庶務業務の集約化

◇情報システムの運用
（住民情報、税務、福祉関連等の情報システム）

－
戸籍住民基本台帳費、
徴税費、包括算定経費

情報システムのクラウド化

※ 下線の項目については、既に業務改革を前提とした経費水準としており、平成２８年度から経費区分を給与費から委託料等に見直し。

トップランナー方式の導入について①

○ 地方行政サービス改革に係る調査によって把握することとしている地方団体の業務改革のうち、単位費用に計上されている全て

の業務（２３業務）についてトップランナー方式の検討対象とする。

※ 法令等により国が基準を定めている業務や産業振興・地域振興等の業務はトップランナー方式になじまないことから対象としていない。

○ このうちできる限り多くの業務（１６業務）について平成２８年度に着手。地方団体への影響等を考慮し、複数年（概ね３～５年程

度）かけて段階的に反映。

※ 地方団体の人口規模の違い等の地域の実情を踏まえて算定。

○ 残る業務について、平成２９年度以降、課題等を検討し、可能なものから導入。

取組の概要

平成27年11月27日
経済財政諮問会議
高市議員提出資料
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検討対象業務
基準財政需要額の算定項目

業務改革の内容 課題等
都道府県分 市町村分

◇図書館管理 その他の教育費 その他の教育費

指定管理者制度導入等

○地方団体から以下の意見がある。

・教育機関、調査研究機関としての重要性に鑑み、司書、学芸員
等を地方団体の職員として配置している。

・福祉分野は業務の専門性が高く、直営を選択している。

○実態として指定管理制度の導入が進んでいない。

○社会教育法等の一部改正法（2008年）の国会審議において「社

会教育施設における人材確保及びその在り方について、指定管
理者制度の導入による弊害についても十分配慮し、検討するこ
と」等の附帯決議あり。

◇博物館管理 その他の教育費 -

◇公民館管理 - その他の教育費

◇児童館、児童遊園管理 - 社会福祉費

◇青少年教育施設管理 その他の教育費 -

◇公立大学運営 その他の教育費 その他の教育費 地方独立行政法人化

○地方団体から以下の意見がある。

・小規模な公立大学については、法人化にコストがかかることか
ら効率化が困難となる可能性がある。

・学部によって、民間との共同研究等による外部資金の獲得等、
効率化可能な程度が異なる。

◇窓口業務
（戸籍業務、住民基本台

帳業務、税証明業務、福
祉業務等）

-

戸籍住民基本台帳費、
徴税費、社会福祉費、
高齢者保健福祉費、
保健衛生費

総合窓口・
アウトソーシングの活用

○第31次地方制度調査会において、窓口業務に係る外部資源の
活用方策について検討中である。

○政府内において、窓口業務等の民間委託の為の業務マニュア
ル・標準委託仕様書（案）を作成予定（平成28年度）である。

【平成２９年度以降導入を検討するもの】

トップランナー方式の導入について②
平成27年11月27日
経済財政諮問会議
高市議員提出資料
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○ 地方税の実効的な徴収対策を行う地方自治体の徴収率を標準的な徴収率（※）として基準財政収入額の
算定に反映

・個人住民税（均等割） ・個人住民税（所得割） ・不動産取得税 ・ゴルフ場利用税

・鉱区税 ・固定資産税 ・事業所税

基準財政収入額の算定において徴収率を設定している以下の税目

⇒ 実効的な徴収対策の一層の取組を促進

平成２８年度から実施（地方自治体への影響等を考慮し、５年間で段階的に反映）

全国の平均的な徴収率を標準的な徴収率と

して算定

上位３分の１の地方自治体が達成している

徴収率（※）を標準的な徴収率として算定

《現行》 《見直し後》

※  過去５年平均

＜対象税目＞

＜実施時期＞

※ 基準財政収入額 ＝ 標準的な課税見込額 × 標準的な徴収率 × ０．７５等

取組の概要

基準財政収入額の算定に用いる徴収率の見直し
平成27年11月27日
経済財政諮問会議
高市議員提出資料
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○ 全ての都道府県・市区町村の決算情報については、｢財政状況資料集｣（※）をはじめとして、総務省ホームページにおいて公表。
※各団体の歳入歳出決算の生データや17種類の各種財政指標等、それらの経年比較・類似団体比較、自らの分析結果等を網羅的にとりまとめたもの（Excelファイル形式）

○ ｢財政状況資料集｣において、住民一人当たりコストは、人件費、普通建設事業費、公債費のみ掲載されており、性質別・目的別
で項目が網羅されていない。

現状と課題

今後の対応

＜性質別＞ ※下線部の項目が新規追加するもの

人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等、普通
建設事業費（新規整備・既存更新）、公債費、繰出金

＜目的別＞

議会費、総務費、民生費、衛生費、労働費、農林水産業
費、商工費、土木費、教育費

○ 上記を踏まえた上で、住民一人当たりコストに

ついて、性質別・目的別で網羅的に「見える化」

決算情報の「見える化」の徹底

⇒ これにより、例えば、維持補修費、普通建設事
業費(新規整備・既存更新)等の性質別、民生費、
衛生費、教育費等の目的別の内訳が｢見える化｣

⇒ さらに、経年比較や類似団体の中での順位等に
加え、各団体の分析コメントを付すことにより、財
政分析の内容も｢見える化｣

※ この他、利用者目線からホームページを大幅改善

① 過去10年間の決算情報の生データを全面的に「見える化」

② データ検索機能や分析のためのグラフ作成機能の追加 等

○ 財政分析においては、他団体と一律に比較するのではなく、①当該団体における経年比較や②類似団体との比較が重要

※ 上記データは実際の地方公共団体のものではない

イメージ

公債費

繰出金

民生費

衛生費

農林水産業費

商工費

土木費

教育費

歳出決算額分析表

地方財政の全面的な「見える化」① ～決算情報の「見える化」の徹底～

H27決算～

平成27年11月27日
経済財政諮問会議
高市議員提出資料

29
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第５部 今年度の研究のまとめ 



 



21 世紀の最初の 15 年間の地方財政を振り返る－変革期を経て定常状態に達するのか 
小西 砂千夫（関西学院大学大学院経済学研究科・人間福祉学部 教授） 

 
１．改革の 15 年間を経て新たな定常状態に？ 
 21 世紀は省庁再編でスタートしている。当時は森喜朗内閣であった。内閣府に経済財政諮問会議が

設置され、首相のリーダーシップによって経済・財政政策のかじ取りを行う司令塔の役が与えられた。

裏返せば、予算を牛耳る大蔵省支配を弱めるものとして仕組まれたものといってもよい。この仕組み

をフル活用したのが、平成 13 年 4 月に発足した小泉純一郎内閣である。そこでは首相の強いリーダ

ーシップによって、ときには与党の意向と相いれなくても、政権に対する国民の支持を背景に、改革

を断行するというそれまでの歴代内閣になかった政策運営が随所で発揮された。小泉首相自身は、自

らの思想信条を、言葉を尽くして語ることは少なかったが、小泉内閣で実施された改革の多くは、新

自由主義的な色合いの強いものであった。改革とはすなわち新自由主義的な政策を断行することであ

るという構図は、その後、内閣がたびたび変わるなかでも基本的に変わっていない。また与野党を問

わず共通しているところもある。現政権である安倍内閣も同じである。 
 平成 13 年度から 27 年度までの 15 年間を振り返ったときに、2 度の政権交代がもっとも大きな出

来事として記される。消費税率の引き上げを含む税制抜本改革は、この複数の政権交代によって後押

しされたものである。かつては、財政再建のための増税は政治的には絶対できないといわれていた。

今回の税制抜本改革は、社会保障・税一体改革との枠組みであり、社会保障財源の確保とセットでは

あるが、国債発行の抑制という意味で財政再建に回っている部分は少なくない。これほどの大規模な

増税は過去に例をみず、それがわが国で実現したのは政権交代があったからである。ドラマのシナリ

オでもなかなか描けない展開である。 
 21 世紀の最初の 15 年間の地方財政の動きを振り返ったときに、背景となるのは、以上で述べた構

造改革路線と新自由主義的な改革およびその反動、それに加えて社会保障改革とセットにした税制抜

本改革の実現である。構造改革で動き出した各分野での改革が、その後の社会・経済情勢の変化のな

かでさまざまなかたちで見直され、現在に至っている。そして 15 年間が経過した段階で振り返って

みると、各分野の行方は、変革期が終わって新たな定常状態に移行しつつあるようにもみえる。本章

では、この 15 年の歩みからそのことを検証することとする。 
 
２．国の財政再建と地方財政の健全性をめぐる動き 
 以下は、この 15 年間の国の財政再建と地方財政の健全性をめぐる主な動きを、年表風に記したも

のである 
• 平成 13 年 小泉構造改革の開始 

• 平成 16～18 年度 三位一体改革（税源移譲と引き換えに財源圧縮、平成 16 年度地方財政ショ

ック） 

• 平成 18 年 基本方針 2006（5 年間の歳出圧縮の方針） 

• 平成 19 年度に発足 社会保障国民会議（消費税率の引き上げ） 

• 平成 20 年 リーマンショック  

• 平成 21 年度地方財政対策 地方交付税 1 兆円の増額 

• 平成 21 年度税制改正附則 104 条 抜本税制改革＋税制に関する懸案事項の解消を明記 

• 平成 22 年 財政運営戦略 2020 年度に黒字化（2015 年度に赤字のＧＤＰ比の半減） 
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• 平成 23 年度以降、地方財政は一般財源の総額を原則的に据え置く 

• 平成 24 年 社会保障・税一体改革（抜本税制改革法の成立） 

• 平成 26 年 11 月 消費税率引き上げ見送り、黒字化の目標堅持 

• 平成 27 年 6 月 基本方針 2015、経済・財政再生計画 

 そこには、構造改革路線すなわち基調としての新自由主義・小さな政府路線から、社会保障改革と

財政再建の両立・中福祉中負担路線への転換が読みとれる。大きな転換点は、政権交代が実現した平

成 21 年ではなく、平成 19 年度に福田康夫内閣で発足した社会保障国民会議である。福田首相は、小

泉内閣の最初の官房長官を務め、安倍晋三首相の突然の辞任による自民党の総裁選挙で、小泉改革を

引き継ぐことを明言して多くの派閥の支持を取り付け、首相になっている。しかし、実際の政策は、

小泉流の構造改革に反するものが多かった。小泉内閣としての最後の基本方針である基本方針 2006
では、歳出・歳入一体改革として、ポスト小泉内閣における財政再建の道筋をつけようとするもので

あり、構造改革路線の堅持を基本路線とする。後述のように、そこでは消費税を社会保障財源とする

ことが検討課題とされてはいるものの、基本的には社会保障といえども構造改革によって歳出の圧縮

を可能な限り図る方向である。そこでは、将来的に財政再建のための消費税増税を完全否定している

わけではないが、その上げ幅をいかに抑制するかが焦点となっている。それに対して、社会保障国民

会議では、国民の安心・安全を守るためには社会保障の充実を図ることが重要であり、そのためには

消費税率の積極的な引き上げを図り、財政再建と両立させることがめざされている。 
 小泉内閣で歳出圧縮の対象となったのは、社会保障だけではなく、地方財政もまたしかりである。

平成 15 年度を芽出しとして 16 年度から 18 年度までの 3 年間で実現した三位一体改革では、国税か

ら地方税への税源移譲と国庫補助負担金の廃止・縮減という成果があった反面で、地方交付税（およ

び臨時財政対策債）の大幅圧縮を飲まざるを得なかった。平成 16 年度地方財政ショックと呼ばれる

ほどの地方財源の圧縮は、その後、長く地方自治体の財政運営に厳しい影響を与えることとなる。 
 

 
 
 図 1 は、地方財政計画の規模の推移を示したものである。平成 13 年度をピークに、水準超経費を

除く交付団体ベースでの計画額は、19 年度まで大きく圧縮されたのちに反転し、26 年度からは社会

保障改革の影響から大きく伸びている。地方の一般歳出でみても、その傾向は同じである。その間、
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社会保障関係経費は、医療費関係や生活保護などの補助事業費を中心に伸びる一方であり、そのなか

で総額をここまで厳しく圧縮してきたのは、その間の構造改革の影響の大きさを物語るものである。 
 図 2 は、同時期の地方財政計画の一般財源だけの動きをみたものである。そこでは平成 16 年度地

方財政ショックの衝撃の大きさが明確になっている。平成 17年度には反転しているようにみえるが、

国庫補助負担金の圧縮と引き換えに税源移譲された部分を反映しているので、その分は一般財源の純

増とはいいがたい。そこで、三位一体改革の影響を除くと、平成 18 年度までは実質的な減額が続い

ていることが読み取られる。一方、平成 26 年度からは社会保障改革が始まったことを受けて一般財

源が増加している。それは財源の増加ともいえるが、子ども子育て支援新制度に基づく半ば義務的な

経費の増ととらえれば、その影響を除いて時系列で比較することも参考になる。三位一体改革と社会

保障改革の影響のどちらをも除いて、一般財源の対前年度の実質的な増減額を示したのが、図 2 のも

っとも下方の折れ線である。平成 14～18 年度は純減が続く構造改革の時期、20～22 年度は大きく増

加する構造改革からの反転の時期、23 年度からは 27 年度を除くとほぼ同額で推移する穏健な財政再

建の時期ということになる。 
 

 
 
 平成 20 年度の地方財政対策では、地方税の偏在是正が大きな話題となった。それは小泉内閣の後

半から、勢いこそあまりないものの、景気回復が長期にわたって続いており、そのことを受けて地方

税の偏在度が高まり、不交付団体に税収が集まりすぎた結果である。その是正が必要だとの意見が、

国の財政再建を重視し、地方交付税を圧縮すべきという立場から多く表出された。もっとも、実際の

景気動向は、平成 18 年秋に安倍内閣（第 1 次）に移行したころから急激に悪くなっており、20 年に

はリーマンショックで世界的な大不況に転換するので、地方税の偏在拡大は幻であったのだが、20 年

度予算編成の時点ではそのような認識はほとんどされていなかった。 
 地方税の偏在是正は、地方側の従来の主張では、本来、地方税に相応しい偏在度の小さな地方消費

税を充実させて、偏在度の大きな法人関係税を圧縮することを通じて実現すべきとされており、国税

の法人税と消費税との間で税源交換をすることが提案されてきた。しかし、消費税率の引き上げが実

現するまでは消費税に係る制度改正はしたくないという国の財政当局の反対は根強く実現せず、結果

的に法人事業税の一部を国税である地方法人特別税に振り替え、それを地方法人特別譲与税として再

配分することを通じて偏在是正を行うこととした。ただし、地方法人特別税は抜本税制改革が実現す
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るまでのあくまで暫定措置であると位置づけられ、また地方法人特別税の規模は消費税収 1％相当額

とされ、地方法人特別譲与税の譲与基準は消費譲与税に基づくこととされた。すなわち、法人事業税

の一部を消費税率 1％分に振り替えた際に生じる偏在是正効果と税収帰属を先取りする意味があった。 
 偏在是正効果によって、地方財政計画でみると、不交付団体水準超経費が減額され、代わって交付

団体ベースの一般財源が同額増える。平成 20 年度では、その効果額は平年度ベースでは 4,000 億円

とされた。そこで、同額を地方再生対策費として地方財政計画の歳出に特別枠として計上することと

した。偏在是正によって生み出された交付団体ベースの一般財源の増分は、地方財政計画の歳出に計

上するという考え方は、その後も継承されている。 
 一方、地方交付税の算定という意味でも一般財源の総額が増加することには意味がある。投資的経

費の圧縮によって地方債の発行額は急激に減額されており、臨時財政対策債分を除けば公債費が圧縮

されると、地方税の一定割合として生じる留保財源の充て先が公債費で吸収しきれずに、結果的に一

般行政経費の単独分等に移行し、一般行政経費の単独分について基準財政需要額に乗せて厳密に財源

保障することが難しくなる。地方再生対策費のような歳出特別枠は、その後も拡大するが、それは事

実上の一般行政経費の単独分の別動隊として機能するので、地方交付税の算定上の自由度を確保する

うえで有効に働くこととなる。 
 平成 20 年のリーマンショックをうけた 21 年度予算編成では、麻生太郎首相のリーダーシップによ

って、地方への配慮を行うという観点で、地方交付税の 1 兆円の増額が実現している。地方交付税の

財源を従来の折半ルール等に加えて別枠で増額（別枠加算）し、それに対応した歳出を地方財計画の

歳出に計上する（歳出特別枠）という手法は、麻生内閣で確立し、その後の民主党政権でも引き継が

れた。鳩山内閣による平成 22 年度予算編成では、それらがさらに積み増されている。その結果、交

付団体ベースの地方一般財源の総額が押し上げられている。 
 
表 1 地方交付税の財源不足への対応（平成 13～28 年度）             単位：億円 

 
 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

１兆円の増額 10,000

財源不足額(通常収支の不足) 105,923 106,650 134,457 101,723 75,129 57,044 44,200 52,476 104,664 182,168 142,452 136,846 132,808 105,938 78,205 56,063

恒久的な減税に伴う補てん措置 34,330 34,510 32,437 33,296 34,720 30,376

先行減税にかかる補てん措置 6,873 6,479 1,772

　特別会計借入金償還繰延 17,334 20,807 7,812 7,593

　財源対策債 25,300 19,200 18,400 18,000 17,600 16,500 15,900 15,400 12,900 10,700 9,400 8,200 8,000 7,800 7,800 7,900

　過年度国税決算精算分の先送り 4,994 6,596

　一般会計加算・既往法定分等 5,695 2,978 1,945 2,942 3,657 4,443 6,744 7,231 7,561 8,062 9,752 8,231 8,648 4,326 5,536

　特別会計剰余金の活用 3,700 5,000 5,200 2,000 1,000 1,000
　　地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用 3,500 6,500 3,000 2,000

　減収補てん特例交付金 500

　特別交付金 2,000 2,000
　　平成21年度別枠加算のうち地域雇用創出推進費以外の加算 5,000

　別枠加算 9,850 12,650 10,500 9,900 6,100 2,300

　折半対象財源不足 57,594 84,472 110,832 77,752 43,282 14,058 55,106 107,760 76,308 76,722 72,091 52,877 29,059 5,494

　　一般会計加算・臨時財政対策分 14,368 31,326 55,416 38,876 21,641 7,029 25,553 53,880 38,154 38,361 36,045 26,438 14,529 2,747

　　一般会計加算・特別交付金 2,000

　　臨時財政対策債・折半分 14,368 31,326 55,416 38,876 21,641 7,029 25,553 53,880 38,154 38,361 36,045 26,438 14,529 2,747

　　臨時財政対策債・特別交付金相当額 2,000
 　臨時財政対策債（過年度補正対策による特会借入金償還分等） 935 2,067 825 815 799

　臨時財政対策債・元利償還金等分 1,213 2,204 6,276 11,244 26,300 24,332 23,189 23,439 22,972 26,086 29,513 30,720 35,133

　臨時財政対策債・地方再生対策費分 4,000

　臨時財政対策債・決算かい離の一体的是正分 3,500 10,000

　交付税特別会計借入・国分 14,369 10,443

　交付税特別会計借入・地方分分 14,369 10,443

一般会計加算・恒久的減税にかかる特会利子 288 328 420 508 601 686
一般会計加算・国庫補助負担金見直しにかかる特会借入金利子 4

一般会計加算(再掲） 20,351 34,632 57,785 42,326 25,899 12,158 0 6,744 37,778 84,549 51,216 63,813 56,176 42,186 21,155 8,283

臨時財政対策債(再掲) 14,368 32,261 58,696 41,905 32,231 29,072 26,300 28,332 51,486 77,069 61,593 61,333 62,132 55,952 45,250 37,880

別枠の加算（再掲） 10,000 9,850 12,650
　備考)平成13年度の地方負担にはその他に利払いに充てる地方債120億円がある。
　　　　平成16年度の通常収支の不足には交付税特別会計借入金償還額繰延額は含まれていない。
　　　　平成18年度の臨時財政対策債の決算乖離分は1兆円。
　　　　平成21年度の1兆円の加算は財源不足額の別枠扱い。
　　　　平成21～23年度は別枠の加算は一般会計加算（再掲）と別枠扱いだが、24年度以降は一般会計加算（再掲）に含める。
　　　　平成23年度の交付税特別会計の償還先送り分は一般会計加算（再掲）に含めず。
　　　　平成27年度の特別会計剰余金は一般会計加算（再掲）に含めず。

23,933
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 表 1 は、地方財源の不足に対する財源対策の推移を示したものである。それによれば、平成 22 年

度が財源不足の程度がもっとも厳しい年度である（表 1 では、通常収支の不足だけを示しており、国

税の減税による不足分は含めていないが、傾向は同じである）。そこで、平成 22 年度中に民主党政権

の下で、財政再建策である財政運営戦略が閣議決定された。財政再建の目標は、平成 22 年度を起点

として 10 年後に国・地方を通じた基礎的財政収支を黒字化し、5 年後には国・地方を通じた基礎的財

政収支の赤字の GDP 比を半減するなどといった目標である。その目標は、基本的に政権の再交代を

経た現在も引き継がれている。 
 一方、麻生内閣は、平成 21 年度税制改正において、税制抜本改革の 3 年後の実施を、税制改正法

案の附則第 104 条に書き込んでいる。麻生首相のリーマンショック後の日本経済は全治 3 年という見

立てに応じて、3 年間は経済対策を実施し、3 年後に消費税率引き上げによる財政再建に転じるとい

うシナリオに沿った税制抜本改革のシナリオである。そこでは、消費税率の引き上げだけでなく、地

方税については偏在是正や車体課税の見直しなど、税目ごとにそれまで懸案とされてきた事項をあわ

せて改革することが明記されている。この麻生内閣が示した税制抜本改革の道筋と、政権交代後の財

政運営戦略は一連のものであり、社会保障改革と税制抜本改革の具体的検討は、菅直人内閣によって

本格化し、税制改革法案は平成 24 年に野田佳彦内閣で成立することとなる。大型増税法案は、国会

が与野党対決の構図にあり、少数与党であれば成立しないのが常である。衆・参ねじれ国会の構図で

税制抜本改革が成立したのは、与党と野党が入れ替わり、自民党が与党の際に起案した案を、民主党

が与党として引き継いだことによる。 
 平成 24 年に政権再交代で実現した第 2 次以降の安倍内閣では、いわゆるアベノミクスによる成長

重視を打ち出し、原理的な意味での財政再建よりも優先させるという方針を打ち出している。平成 26
年 11 月に消費税率の 10％の引き上げを 1 年半延長すると決定したのも、その考え方に基づくもので

ある。しかしながら、平成 32（2020）年度に国・地方を通じた基礎的財政収支を黒字化するという

目標は堅持するとして、その具体的な方策は、基本方針 2015 に委ねられた。 
 基本方針 2015 では、社会保障については基本方針 2006 のような量的な圧縮策、地方財政について

は地方財政ショックの再来のような構造改革的な手法を適用することも考えられた。消費税率 10％に

引き上げただけでは、基礎的財政収支の赤字を消すことは不可能とされているからである。しかしな

がら、基本方針 2015 は、残された 5 年間のうちの 3 年間の計画にとどめ、3 年後に赤字比率を GDP
比で 1％程度にまで圧縮するとして、地方財政については財政運営戦略以来の一般財源総額を交付団

体ベースで据え置くという方針の堅持にとどめた。5 年後の黒字化に対して、3 年間の計画としたこ

とは、消費税率 10％への引き上げとは別の増税策を 3 年後に打ち出す含みとみることもできるが、安

倍内閣の方針ではそれはあり得ないことになる。 
 基本方針 2015 は、量的な財政圧縮を避けるという点では穏当な方針にとどめたが、その第 3 章で

「経済・財政再生計画」をうたい、地方財政ではいわゆるトップランナー方式の導入など、歳出の効

率化につながる中長期的な方策を導入するとした、いわば体質改善のための質的な改革を盛り込んだ

ことになる。 
 以上のような 15 年間の動きを振り返ると、次のようなことがいえる。まず、小泉構造改革流の小

さな政府路線で社会保障ですら圧縮の対象とするという考え方は、小泉内閣の間は国民から一定の支

持を得ながら、ポスト小泉では定着せず、むしろ社会保障の充実と財政再建を組み合わせるという方

向で当面進めることがほぼ確定的となったことである。 
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小泉構造改革は、改革すべきテーマがあるにもかかわらず、既得権益を持つ者の利権を崩すことが

できないので、改革が進まず経済の活力が失われる。それを強い政治力をもって突破すべきであると

いう基本シナリオが描かれた。実行すべき改革は明らかであるのにできないとなれば、社会に大きな

閉塞感を与える。それに対して、総理大臣さえその気になれば、たとえ与党が反対しても国民の支持

さえあればできない改革はないことを明らかにした。その意味で、小泉内閣は一種のブレークスルー

として大きな影響力を持った。その反面で、増税なしに財政再建を行うという小さな政府路線は、け

っして国民の支持を集めなかった。中福祉・中負担か、それ以上の負担をする以上に、選択肢はない

ということが、国民の目にも次第に明らかになっている。 
 民主党政権への政権交代は、改革すべきテーマは明らかであり、既得権を倒せば日本は再生すると

いう流れの延長線上で誕生したといってもよい。逆にいえば、民主党政権の政権運営に行きづまりを

目の当たりにしたときに、その流れが幻想であることも次第にみえてきた。 
改革のテーマは明確では実はなく、日本の再生は簡単ではないのである。アベノミクスはそれを乗

り越えるための政策であるが、日本国民の内向きの意識が変わらない限り、経済の再生は経済政策の

変更だけでは簡単には実現しない様相を示している。改革のテーマは明らかであり、既得権を倒せば

再生するという図式は、地方行政では、橋下前大阪府知事・前大阪市長に引き継がれた感がある。統

治機構の改革によって地域を再生するという主張にそれがよく表れている。もっとも、その動きは、

当初の勢いをよそに全国的な広がりに欠け、関西ローカルにとどまっている。 
 第２次以降の安倍内閣でも、新自由主義的な政策は引き継がれている。典型的には、経済財政諮問

会議の政策論調である。経済・財政再生計画はその路線そのものであり、地方行財政についてもそれ

に沿った改革が求められている。しかしながら、小泉政権時代ほどの苛烈さはない。それもまた、２

度にわたる政権交代の影響とみることができる。 
 かつて、自民党政権が盤石であった時代には、内閣は財政再建を優先しようとするものの、与党が

減税を求めるという構図があった。そのなかで自民党の税制調査会が際立った存在感を示していた。

それに対して、第２次以降の安倍内閣では、官邸が政治判断を優先させて税制の問題にリーダーシッ

プを発揮している。消費税率の軽減税率の導入、法人実効税率の引き下げの断行とその前倒し、ふる

さと納税・企業版の導入など、税制改正で官邸が主導し、与党の税制調査会は受け身の姿勢であった。

再度の政権交代で与党に返り咲いてから、自民党は全体的に手堅い政策を心掛けているように感じら

れる。ふたたび政権を取り落とさないようにというわけである。小泉構造改革は、自民党政権の政権

基盤を切り崩し、そのことが福田内閣と麻生内閣の政治基盤を切り崩し、政権運営に行きづまりを与

え、ついには民主党への政権交代を呼び起こしたことは、自民党関係者の記憶にまだ新しい。そのな

かで、基本方針 2015 の財政健全化策の決定において、基本方針 2006 の再現に踏み切れなかったのは

自然なことである。 
 平成 28 年度地方財政対策と地方税制改正が出揃ってみると、それまで懸案とされてきたことが一

応の決着をみたと評価できる。後述するように、社会保障改革は段階を踏んで進んでいる。消費税率

引き上げにおける地方税の充実強化策は、税制抜本改正の素案づくりの際に決着済みである。地方税

の見直しで、偏在是正を行うことと車体課税を見直すことは、平成 26 年度税制改正時以来の懸案と

されてきたが、28 年度税制改正では、法人実効税率の引き下げを安倍首相の意向を受けて前倒すこと

にあわせて、法人事業税を事実上の附加価値税に近づけるという宿願を果たすかたちで実現すること

となった。その実現に向けての自民党の税制調査会の踏ん張りは、責任与党の政治判断として特筆す

べきことであった。一方、別枠加算・歳出特別枠の解消という課題も、好調な税収に助けられて別枠
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加算では実現し、歳出特別枠は完全な内容ではないが、平成 28 年度地方財政対策で解消のための道

筋がつけられた。 
 それらのことを総合的に考えると、小泉構造改革と 2 度の政権交代を経て、国の財政および地方財

政については、さまざまに相反する改革の動きが一巡したところで、一定の方向性に収束してきた印

象がある。改革の時代は終わって、経済の再生と地方創生・人口減少対策に大きなアジェンダは変わ

りつつある。そのなかにあって、地方財政は小泉構造改革のときのような改革課題の主役ではなくな

っている。むしろ、それが地方財政の安定的な運営や、地方税改革の宿願の実現（一部といえ）につ

ながっている。 
 
３．構造改革による歳出・歳入の見直し 
 図 3 は、地方財政計画の主な歳出項目の長期的な動きを示している。特に、この 15 年間の動きは

ドラスティックであり、構造改革の影響を強く読み取ることができる。 
 

 
 そこでもっともめだつのは、平成 8 年度をピークに投資的経費が大きく落ち込んでいることである。

地方財政計画は国の当初予算に対応したものであるので、国が補正予算で地方に事業の執行を促す部

分の財源手当ては含まれていない。また、東日本大震災の復旧・復興事業やそれと並行して実施され

てきた全国防災事業は、通常収支とは別に区分されている。したがって、決算ベースの投資的経費は

図 3 とは違った動きをしているというものの、大きな動きは変わらない。かつて、バラマキとは福祉

分野の政策に対して付いた悪名である（敬老祝い金などの現金給付を安易に予算化することへの批判

の意味がこもっている）。それに対して、近年ではバラマキ公共事業と、意味不明ながら、費用対効果

を無視した非効率な公共事業を警戒する言葉として、奇妙に定着している。いい換えれば、それほど

までに無駄な公共事業が横行してきたというイメージが、国民に浸透していることからに違いない。

それに対して、投資的経費が近年ここまで縮減されたことで、過去の公共事業費から機械的に算出し

た減価償却額を新規投資額が上回っている。公共施設等の資本ストックの維持ができなくなっている

ことを指して、朽ちるインフラなどと表現されている。 
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 目下、地方自治体にとっての大きな課題は、公共施設等総合管理計画を策定して、その下でのイン

フラの長寿命化や、公共施設の複合化あるいはダウンサイジングを進めながら、公共施設等の更新を

スムーズに行うことにある。単純な建て替えを進めるほどの予算枠が、今後、まったく見込めないこ

とからそれは不可欠のことである。経済・財政再生計画では、そうした取組みと公会計の整備あるい

は公営企業会計の法適用の拡大等を含めた地方財政の「見える化」の推進として、一連のものととら

えられている。 
 一方、給与関係経費は、構造改革路線のなかで定員の圧縮と各種の手当の縮減や給与水準の引き下

げによって、長期にわたって圧縮が継続されてきた。平成 25 年度には、東日本大震災の復興財源の

捻出のために国家公務員が 24 年度から 2 年間先んじて給与水準を引き下げ、それに従うかたちで地

方財政計画ベースで地方公務員の給与水準を引き下げている。市町村においては、市町村合併の推進

で定員圧縮を吸収できた部分があるが、都道府県は教員や警察官の定員を下げられないなかで市町村

と同じ率の定員減を求められたこともあって、知事部局では相当数の職員数の削減を余儀なくされた。

地方公務員の給与関係経費の縮減については、既得権の圧縮という文脈で正当化された部分があるが、

経済政策の面では、それがデフレ経済を加速した効果は否定できない。そこで、デフレ脱却を目指す

第 2 次以降の安倍内閣では、ようやく平成 27 年度頃から給与関係経費の圧縮にブレーキがかけられ

ている。 
 図 3 では、一般行政経費の近年の伸びが目立っているが、その多くは補助事業費の伸長による。平

成 23 年度は民主党への政権交代で実現した子ども手当の創設、26 年度以降は社会保障改革の実施に

よる社会保障の補助事業費の増加で増加の程度が一段と増している。その一方で、生活保護費は高齢

化に伴う被保護者数の累増もあって、近年では伸び率こそ鈍ってきたものの、保護者数は増える一方

である。そのことが一般行政経費の増加をもたらしている。目下、大きな課題は、医療費の抑制であ

る。新薬等の出現などの影響で、医療費の増加はとどまるところを知らない。 
 地方財政関係で注目すべきは公債費の動向である。公債費は近年では中長期的に漸減状態にある。

それは当然、投資的経費の抑制によって起債が抑制されたことの跳ね返りである。地方財政計画の財

源確保の観点で、地方債の償還は、近年では比較的短く設定されて公債費の前倒しがされてきたとさ

れる。その結果、公債費は近い将来、大きく減ることが予想されている。足元の自治体の財政運営で

は、公債費のピークが地方財政計画よりも後の年度になる場合、ピークを越えるまでの間、財源不足

に悩むという副作用がある。しかし、それが過ぎれば、財源的な余裕が生じる。 
 平成 22 年の財政運営戦略以来、地方の財源総額については、交付団体ベースで前年度を下回らな

いことを原則としてきた。それは地方の安定的な財政運営にとって何よりも大切なことであるからだ。

そのような目標が設定されたのは、財政再建の当面の目標を、国・地方を通じた基礎的財政収支の黒

字化と設定されていることによる。地方財政は、投資的経費の圧縮に伴って建設債の起債を抑制して

きたので、臨時財政対策債を大量に発行し、補正予算による追加の起債を含めても、地方債の残高は

ほぼ高原状態で推移している。すなわち、基礎的財政収支は地方財政だけをみればすでに均衡してい

る。したがって、財政再建はもっぱら国が行うこととして、地方財政については一般財源の総額が増

えないことにとどめてきた。 
 そのことは功罪半ばというところがある。そうしたことで、増税による増収分は、何もしなければ

地方財政には配分されないことになる。消費税率を引き上げる際に、地方の取り分をどのように定め

るかを検討した菅内閣における成案や野田内閣における素案の決定時に、地方財源の確保で大きく苦

労したのはそれが背景にある。また、社会保障関係経費が高齢化に伴って増え続ける構図にあって、
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一般財源を据え置くためには、これまでは給与関係経費の圧縮で対応せざるを得なかった。給与関係

経費の圧縮をやめることになると、中長期的には公債費の圧縮に頼らざるを得ない。地方交付税につ

いては、交付税特別会計に過去の地方財政対策のための巨額の借入金が残っており、平成 22 年に立

てた計画に沿って、計画的に借入金の返済を進めることとなっている。返済額は段階的に拡大し、数

年後には、毎年度 1 兆円を返済する予定である。公債費の圧縮が見込まれなければ、容易に達成でき

ることではない。 
 財政運営戦略に基づく予算編成は、平成 23 年度から 28 年度まで 6 回に及んでいるが、実にそのう

ちの 3 回で一種のシーリング破りが実現している。というのは、財政運営戦略では、ペイアズユーゴ

―原則として、自ら財源を見出した限りでは歳出増を実現できるとされている。地方財政に関しては、

東日本大震災で復興増税によって被災団体に対する財源手当てだけでなく、地方財政計画の通常収支

分とは別に、投資的経費として全国防災事業の実現を果たしている。その次はいうまでもなく、社会

保障・税一体改革によって、平成 26 年度にスタートした社会保障の充実である。子ども・子育て支

援新制度による子育て政策の充実については、一定の財源が手当てされている。3 度目は、平成 27
年度のまち・ひと・しごと創生事業の創設である。そこでは、地方税の偏在是正による交付団体ベー

スの財源増、地方公共団体金融機構の金利変動準備金の活用、公債費の減額分からなる 5,000 億円を

使って、一般財源の総額の拡充に努めている。 
 

 
 
 表 2 は、地方財政計画の一般行政経費のうち、単独事業分およびそれに類するものの合計額の対前

年度の増分をみたものである。一般行政経費の単独分といえども、義務的な性格の強いものがあるの

で、自治体の財政担当者にとって、その全額が予算編成における裁量的な財源枠の源泉ではないが、

その動きが、地方自治体における予算の組みやすさという意味での財政状況を大まかに示している。

平成 14 年度から 19 年度までの構造改革の時代には、いずれも対前年度比でマイナスが続いている。

次いで、平成 20 年度から 23 年度は一転してプラスである。平成 24 年度こそマイナスであるが、こ

の年度は東日本大震災の全国防災事業を加えると、実質的には財源にやや余裕がある。平成 27 年度

は、まち・ひと・しごと創生事業費の単独分の拡充が効いている。それ以外に、表 2 には示されてい

－ 199 －



ないが、国の補正予算で地方に決算対策的な財源が付与されている年度もある。 
それに対して、平成 28 年度は久々のマイナスである（公共施設等最適化事業費については、事業

費の対前年度増額 1,000 億円を表 2 に計上すると対前年度プラスとなるが、事業費ベースではなく起

債分を除く一般財源分 280 億円のみとしたのでマイナスとなっている）。平成 28 年度予算編成で、地

方自治体では予算が組みにくいという声が散見されるが、おおむねそのような事情を反映したものと

思われる。平成 28 年度地方財政対策では、国税と地方税収入が好調であることを受けて、臨時財政

対策債の大幅縮減を実現した。その意味でマクロの地方財政は大きく好転した。しかし、自治体財政

は、財源総額が伸びない限り好転しない。このように、マクロで一般財源の総額追加されずに維持さ

れている範囲であれば、公債費のピークが過ぎていない地方自治体ではとりわけ財政運営が厳しいと

実感されることになる。 
 
４．社会保障改革 
 社会保障・税一体改革では、社会保障財源として消費税増税を行うといいながら、その全額を社会

保障給付の充実に結びつけるわけではない。当初、消費税率の引き上げ 5％に対して、①社会保障給

付の充実、②公経済負担分、③基礎年金の国庫負担率を 3 分の 1 から 2 分の 1 に引き上げに要する財

源、④高齢化に伴う給付増、⑤機能維持の財源と、それぞれに 1％程度振り分けるイメージであった。

直近の状況では、①については 1％分とするほかは、②が 1％分よりは相当程度小さくなる一方で、

③が 1％分を超過する見込みである。①②を除けば、赤字国債の減額につながることから、広い意味

で財政再建に回る財源といえる。そのほか、軽減税率の導入に基づく減収分の財源手当てが現時点で

はされておらず、子ども・子育てについても質の向上に係る部分の財源手当てのめどはない。 
 いずれにしても、消費税は交付税財源に回る部分を除いた国分の全額が社会保障財源であり、地方

消費税についても地方の社会保障給付額を下回るという意味で社会保障財源に活用されているといえ

る。しかしながら、消費税が社会保障財源であるという説明は、国民への説得・国民の納得の理屈と

してはあっても、きわどい論理のうえに立っている印象がある。 
国民のなかに財政再建のための増税といわれて手放しに賛成する意見が多数派とまでは言えないも

のの、わが国の財政状況が危機的であることは十分浸透しており、社会保障の財源としての増税と説

明される限り、賛成してもよいといった微妙な雰囲気が社会的に漂っている。いずれにしても 10 兆

円をはるかに超える増税法案が、国民からさしたる反発もなく国会を通過したのは、消費税の全額が

社会保障の充実に使われて、財政再建に一切回らないと国民が誤解しているからだとも思えない。 
 かつて国の財政当局は、消費税を社会保障財源とすることにはきわめて消極的であった。昭和 50
年度補正予算での赤字国債発行開始以来、財政再建を果たす切り札が消費税による増税であると見ら

れてきた。しかし、昭和 54 年の大平内閣による一般消費税（仮称）の導入に挫折し、増税なき財政

再建路線に転換する。その後、税収中立の枠組みで売上税の導入をめざすものの失敗し、減税超過で

消費税の導入を果たしたのはバブル期であった。バブル崩壊後に財政構造改革を断行しようとするも

のの、法案が成立しただけで本格的な実施には至らず、小泉内閣でも増税による財政再建のゴーサイ

ンはついに出なかった。 
 消費税を国の予算総則のなかで高齢者 3 経費（高齢者医療、介護、基礎年金）に充てることを明記

するようになったのは、平成 11 年度からである。少なくともその時期には、社会保障財源を財政再

建のためだけではなく、社会保障財源であることと結び付けて説明するという方向に、国の財政当局

は転換している。それに対して、社会保障改革と財政再建をセットで行うとの政治的判断が下ったの
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は、すでに述べてきたように、福田内閣から麻生内閣にかけてである。しかしながら、その前段でさ

まざまな議論があり、政府文書には検討課題としての消費税増税に何度も触れられている。そのこと

を示すために、近年の政府または与党の方針を示す文書等における消費税増税関連する箇所を拾って

みる（下線は筆者）。 
 
平成 16 年度与党税制改正大綱 

 

第一 持続可能な社会保障制度と地方分権の推進を支える税制の確立を目指して 

４ 平成 19 年度を目途に、年金、医療、介護等の社会保障給付全般に要する費用の見通し等を踏まえ

つつ、あらゆる世代が広く公平に負担を分かち合う観点から、消費税を含む抜本的税制改革を実現す

る。 

 

基本方針２００６ 

第３章 財政健全化への取組 

１．歳出・歳入一体改革に向けた取組  

（３）改革の原則と取組方針  

第 II 期、第 III 期を通じ、以下の原則とそれに基づく取組方針に沿って、一貫して財政健全化に取り

組み、選択肢を踏まえつつ、歳出・歳入両面における具体策を実行する。  

原則５「将来世代に負担を先送りしない社会保障制度を確立する」  

・ 2010 年代半ばに団塊世代が本格的な受給世代となることなど、年金、医療、介護等の社会保障費

の中長期的な推移を展望しつつ、基礎年金国庫負担割合の２分の１への引上げに要する財源を含め、

社会保障のための安定財源を確保し、将来世代への負担の先送りを止める。その際、国民が広く公平

に負担し、かつ、経済動向等に左右されにくい財源とすることに留意する。 

また、そうした特定の税収を社会保障の財源として明確に位置付けることについて選択肢の一つと

して検討する。  

（５）歳入改革 

・ これらの要請にこたえるには、税体系全般にわたる抜本的･一体的な改革が必要となる。その結果、

増収及び減収がともに生じるが、ネットベースで所要の歳入を確保することが必要である。特に、社

会保障給付の安定的な財源を確保するために、消費税をその財源としてより明確に位置付けることに

ついては、給付と財源の対応関係の適合性を検討する。  

・ 以上を踏まえた税制改革については、「基本方針 2005」において、「重点強化期間※内を目途に

結論を得る」とし、また、与党税制改正大綱において、「平成 19 年度を目途に消費税を含む税体系

の抜本的改革を実現する」としており、今後、この考え方に沿って鋭意作業を進めていくこととする。  

※「重点強化期間」とは、「平成 17 年度及び平成 18年度」のことを指す。 

 

第１６６回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説（H19.1.26） 

このように改革を徹底して実施した上で、それでも対応しきれない負担増に対しては、安定的な財源

を確保し、将来世代への負担の先送りを行わないようにしな ければなりません。本年秋以降、本格的

な議論を行い、１９年度を目途に、社会保障給付や少子化対策に要する費用の見通しなどを踏まえつ

つ、その費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点から、消費税を含む税体系の抜本的改革を
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実現させるべく、取り組んでまいります。 

 

基本方針２００７ 

第３章 21 世紀型行財政システムの構築 

２．税制改革の基本哲学 

平成 19 年秋以降、税制改革の本格的な議論を行い、平成 19 年度を目途に、社会保障給付や少子化対

策に要する費用の見通しなどを踏まえつつ、その費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点か

ら、消費税を含む税体系の抜本的改革を実現させるべく、取り組む。その際、「基本方針 2006」で示

された歳入改革の基本的考え方や与党税制改正大綱を踏まえることとする。  

 

第１６８回国会における福田内閣総理大臣所信表明演説（H19.10.1） 

歳出改革・行政改革を実施した上で、それでも対応しきれない社会保障や少子化などに伴う負担増に

対しては、安定的な財源を確保し、将来世代への負担の先送りを行わないようにしなければなりませ

ん。今後、早急に、国民的な合意を目指して、本格的な議論を進め、消費税を含む税体系の抜本的改

革を実現させるべく 取り組んでまいります。 

 

社会保障国民会議中間報告（H20.6.19） 

４ 社会保障の機能強化のための財源 

「社会保障制度の持続可能性」を重視しつつも、「社会保障の機能強化」を実現するためには、国

民経済全体として、社会保障の財源について考えなければならない。 

社会保障制度の機能を十全なものにし、将来の安心と安定を確保していくためには、制度の効率化

への不断の努力を継続する一方で、速やかに負担についての国民合意を形成し、社会保障制度に対す

る国・地方を通じた必要な財源の確保を図るべきである。  

医療・介護サービスに関しては、サービス保障（医療・介護・福祉）分科会において、将来費用の

推計の実施を予定している。  

国民会議としても、この費用推計試算を含め、各分科会からの報告も踏まえつつ、社会保障全体の

財源確保方策について、引き続き検討していく予定である。 

 

基本方針２００８ 

第４章 国民本位の行財政改革 

３．歳出・歳入一体改革の推進 

【改革のポイント】 

３． 以上の歳出改革の取組を行って、なお対応しきれない社会保障や少子化などに伴う負担増に

対しては、安定的な財源を確保し、将来世代への負担の先送りは行わない。  

４．税体系の抜本的な改革に向けて（税制改革の重点事項） 

消費税を含む税体系の抜本的な改革について、早期に実現を図る。その際、平成 16年年金改正法、

「基本方針 2006」及び「基本方針 2007」や平成 20 年度与党税制改正大綱の「基本的考え方」等を踏

まえる。また、社会保障と税について一体的に改革する必要があり、「進路と戦略」で示した「安心・

持続のための５原則」に沿って議論を進める。  

【改革のポイント】  
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３． 少子高齢化の下で、社会保障を支える安定的な財源を確保する。  

【重点事項】 

（３）社会保障を支える安定的な財源の確保  

人口減少・少子高齢化の下においても、あらゆる世代で広く負担を分かち合い、社会保障をしっかり

と支える安定的な財源を確保する。 

 

生活対策（H20.10.30、新たな経済対策に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議） 

第３章 財源  

＜経済成長と財政健全化の両立＞  

本対策の財源は赤字国債に依存しないこととする。また、基礎年金国庫負担割合を１／２に引き上

げるための所要財源を含め、持続可能な社会保障制度の構築等に必要となる安定的な財源を確保する

ため、消費税を含む税制抜本改革の道筋（「中期プログラム」）を年末までに策定する。  

２．持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた中期プログラムの策定  

○以下を「基本骨格」とする中期プログラムを、年末の税制改正においてとりまとめる。 

（２）社会保障安定財源の確保 

社会保障制度については、その機能強化と効率化を図る一方、基礎年金国庫負担割合の２分の１へ

の引上げに要する財源をはじめ、国・地方を通じて持続可能な社会保障制度とするために安定した財

源を確保する必要がある。このため、経済状況の好転後に、年金、医療、介護等の社会保障給付や少

子化対策に要する費用の見通しを踏まえつつ、給付に見合った負担という視点及びこれらの費用をあ

らゆる世代が広く公平に分かち合う観点から、消費税を含む税制抜本改革を速やかに開始し、時々の

経済状況をにらみつつ、2010 年代半ばまでに段階的に実行する。その際、国民の理解を深めるため、

現在行われている歳出の無駄排除と行政改革を引き続き行うとともに、社会保障給付とその他の予算

とは厳密な区分経理を図る。  

（３）税制抜本改革の全体像 

社会保障の安定財源確保をはじめ、我が国の成長力の強化、社会におけるさまざまな格差の是正な

ど種々の課題に整合的かつ計画的に対応するため、本年末に、個人、法人の所得課税、資産課税、消

費課税の各税目の改革の基本的方向性を明らかにした「税制抜本改革の全体像」をわかりやすく示し、

これに基づき抜本改革を断行する。  

 

社会保障国民会議最終報告（H20.11.4） 

４ 社会保障の機能強化に向けて 

さらに、これらに「子どもと家族を応援する日本」重点戦略において示された、少子化対策の充実を

図った場合の費用試算を合わせれば、社会保障制度の大宗を占める年金、医療・介護、少子化対策に

ついて、その機能を充実強化していく「実現すべき・目指すべきサービスの姿」としてどのようなも

のがあり、それを実現していくために必要な将来の費用がどの程度のものであるのか、概ね明らかに

なる。 

これに、基礎年金国庫負担を 1/3 から 1/2 に引き上げるために必要な費用を加えれば、社会保障の

機能強化のために追加的に必要な国・地方を通じた公費負担は、その時点での経済規模に基づく消費

税率に換算して、基礎年金について現行社会保険方式を前提とした場合には 2015 年に 3.3～3.5％程

度、2025 年に６％程度、税方式を前提とした場合には 2015 
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年に６～11％程度、2025 年で９～13％程度の新たな財源を必要とする計算になる。・・・ 

言うまでもなく、私たちの社会保障を守り、将来世代に負担を付け回しすることなく、信頼できる

制度として次の世代に引き継いでいくためには、現在の社会に生きている我々国民がみな、年齢にか

かわらず能力に応じた応分の負担に応じなければならない。 

社会保障制度を将来にわたって持続可能なものとし、同時に必要な機能の強化を実現していくため

に、今回のシミュレーションの対象でない障害者福祉等を含め、あるべき給付・サービスの姿を示し、

それを実現していくための改革の全体像を明らかにしながら、必要な財源を安定的に確保していくた

めの改革に真剣に取り組むべき時期が到来している。 

速やかに社会保障に対する国・地方を通じた安定的財源確保のための改革の道筋を示し、国民の理

解を得ながら具体的な取組に着手すべきである。 

 

持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた「中期プログラム」 （H20.12.24） 

Ⅱ．国民の安心強化のための社会保障安定財源の確保  

３．安心と責任のバランスの取れた財源確保 

(1) 社会保障安定財源については、給付に見合った負担という視点及び国民が広く受益する社会保障

の費用をあらゆる世代が広く公平に 分かち合う観点から、消費税を主要な財源として確保する。これ

は 税制抜本改革の一環として実現する。 
 
 以上のように、小泉内閣における基本方針 2006 までは、消費税を社会保障財源とすることは検討

課題にとどまっている。第 1 次安倍内閣の施政方針演説や基本方針 2007 では、消費税を含む税体系

の抜本改革の実施をうたうものの、社会保障財源との関係はややぼんやりとしている。福田内閣は社

会保障国民会議を発足させたが、福田首相の就任直後の所信表明演説では、税制改革の成立に向けて

一歩踏み出した印象がある。基本方針 2008 では、税制抜本改革と社会保障の安定財源確保の必要性

はそれぞれ強調されているが、別々の箇所であり、一体的な改革が必要と指摘にするにとどまってい

る。 
それに対して「持続可能な社会保障制度の構築等に必要となる安定的な財源を確保するため、消費

税を含む税制抜本改革の道筋（「中期プログラム」）を年末までに策定する」として、社会保障改革と

税制抜本改革を一体的に行うと政府が明確に述べたのは、麻生内閣の生活対策（平成 20 年 10 月 30
日、新たな経済対策に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議）以降である。平成 21 年

の麻生内閣の安心社会実現会議は、消費税の拡充によって社会保障の充実を進めていくことに対する

社会哲学を明らかにしたものとして一定の評価を得ている。 
社会保障国民会議の最終報告をうけて、「持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた中期

プログラム」が閣議決定される。そこでは、安心強化の３原則として、①中福祉・中負担の社会を目

指す、②安心強化と財源確保の同時進行を行う、③安心と責任のバランスの取れた安定財源の確保を

図る、としている。さらに税制抜本改革の全体像として、経済状況の好転後に実施する税制抜本改革

の３原則について、①多年度にわたる増減税を法律において一体的に決定し、それぞれの実施時期を

明示しつつ、段階的に実行する、②潜在成長率の発揮が見込まれる段階に達しているかなどを判断基

準とし、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとする、③消費税収は、確立・制度化した

社会保障の費用に充てることにより、すべて国民に還元し、官の肥大化には使わない、としている。

そのうち、税制抜本改革の 3 つめの原則で、消費税収の使途を確立・制度化した社会保障の費用に充
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てるとしたことと、官の肥大化に充てないとしたことは、どちらも後の社会保障改革の成案づくりの

際に、消費税の増収分を国と地方で配分するうえで、消費税を充てる社会保障給付の範囲を小さく定

義することを通じて地方に不利になる論理として活用されることになる。 
消費税の 1％分を社会保障給付の充実に充てるという点は、消費税率を 5％から 8％に、そして 10％

に引き上げて、それが税収入として平年度化するまでの間の年度ごとの税収見込みと、社会保障改革

の実施に伴う年度ごとの財政需要の増を、社会保障改革による効率化等により捻出される財源を除い

て、一致させるという意味で徹底している。それを担保しているのが、当初は、社会保障改革の年度

別の実施を定めた持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律（いわゆるプ

ログラム法）であり、消費税率の 10％への引き上げを 1 年半先送りしたことで、社会保障改革の実施

のタイミングを再調整している。増収にあわせて制度改正し、増収のタイミングが変れば改革の内容

も後送りすることは、社会保障改革の必要性が最重要視されていない証左ともいえる。 
以上、述べてきたように、社会保障給付の充実に充てる財源を消費税 1％に限定し、その額が社会

保障改革に必要な財政需要の積み上げではなく、あくまで腰だめの数字でしかないことは、社会保障

改革は消費税増税のための看板にすぎず、本音は財政再建であることの表れと突き放してみることも

できる。また、国と地方の財源配分の際に、社会保障給付のあり方とは別の論理が前面に出たことに

対しても、同様の批判ができる。しかしながら、それでも社会保障改革と財政再建が進んでいる現状

を評価すべきともいえる。社会保障と税制改正は、けっして満足のゆくかたちではないが、実現しな

いよりははるかによいことである。一定の前進と評価すべきであろう。 
 
５．自治体財政の健全化のための法制度と政策運営 
 バブル崩壊後の経済政策でもっとも大きかった問題は金融システムの正常化と不良債権の解消であ

った。地方財政においても遅れてきたバブル崩壊ともいえる現象がある。財政再建問題と第三セクタ

ー等や地方公営企業の再建問題である。どちらも重い課題とされてきた。第三セクター等の改革につ

いては平成 11 年頃から段階を踏んで進められていたが、十分な成果を上げるにいたらないままであ

った。しかし、小泉内閣の最終盤で竹中平蔵総務大臣（当時）が破たん法制の導入を打ち出し、地方

財政再建促進特別措置法を見直す方針を示したことから、一気に動きだすこととなった。 
 そこでいう破たんとは、債務調整を伴う再建策の導入を含んだものであったが、最終的に第 1 次安

倍政権で成立した自治体財政健全化法は、債務調整を伴わない再建法制であった。自治体財政健全化

法の施行によって、地方自治体の財政健全化は進み、法施行の当初、21 団体あった早期健全化団体は、

数年で皆無となった。法施行当初から唯一の財政再生団体は夕張市である。夕張市は、地方財政再建

促進特別措置法の準用再建団体からの移行であった。 
地方自治体本体については、地方公営企業も含めて債務調整は導入しなかったが、地方自治体とは

法人格が別の第三セクター等については逆にそれを大いに進めた。第三セクター等改革推進債等の財

政措置を設け、破たん処理ないしはそれに類する抜本見直しの断行を、国は地方自治体に求めてきた。

その結果、第三セクター等の抜本改革は、すべてとは言わないまでも相当程度進んだ。地方財政にお

けるバブル崩壊の膿出しは、自治体財政健全化法の施行と、第三セクター等の抜本改革の推進、それ

と並行して行われた地方公営企業の経営改革などを通じて、一定程度の成果をあげることができた。

地方財政再建促進特別措置法の見直しと第三セクター等の抜本改革という懸案事項が処理されたこと

は、21 世紀に入ってからの 15 年間で決着がついたことの 1 つに数えられる。 
 平成 28 年度の地方交付税法等の一部改正法案では、束ね法として自治体財政健全化法の改正が盛
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り込まれ、同法施行の後の運用面での課題を解消するために、現行制度では捉え切れていない地方公

共団体の財政リスクを捕捉する方向で改正を行うこととしている。具体的には、①第三セクター等に

対する反復・継続的な短期貸付けについて、第三セクター等の経営状況が悪化した場合、当該貸付金

の返済がなされず、地方公共団体の負担となるおそれがあることから、将来負担比率に算入すること

と、②不動産の信託について、公有地信託事業等が悪化した場合、事業に係る負債を地方公共団体が

負担するおそれがあることから、将来負担比率に算入することの 2 つからなっている。そのような法

改正と運用面の強化を通じて、自治体財政健全化法の実効性の改善が期待されている。 
 一方、平成 11 年の地方分権一括法において、地方分権の推進の観点から、地方債はそれまでの原

則禁止＝許可制度から、適債性の範囲において原則自由＝協議制度に切り替えられることとなり、18
年度から実施された。その後、民主党政権において地方債発行の一層の緩和が検討され、第 2 次分権

一括法のなかで新たに事前届出制度が導入された。その際、法の附則に施行後の３年を経過した時点

で、地方債制度に関する国の関与を抜本的に見直すことが明記された。そこで平成 28 年度の地方交

付税法等の一部改正法案では、同じく束ね法として地方財政法の改正が盛り込まれ、地方債（公的資

金を充当するものを除く）については、協議不要基準を緩和し、現在の協議対象を原則届出対象とす

ることとなった。地方債の市場関係者から、地方債の安全性の確保やリスクウエイトがゼロとされて

いることに伴う信用力の維持について格段の配慮を求める声が多く、地方債の償還に関する安全性を

担保する範囲で、起債制限の緩和を最大限図るという観点で起案されたものである。 
 以上のように、自治体財政の健全化のための法制度と政策運営についても、竹中総務大臣の破たん

法制の問題提起によって制度や政策が大きく動き出し、ここに来て一定の範囲で収束するようになっ

ている。いま、唯一の財政再生団体である夕張市は、まもなく準用再建団体 10 年目を迎えるにあた

って、これまでの再生のあり方を検証する検討委員会を設けている。夕張市の場合には、不適切決算

を繰り返したことで、それまでの準用再建団体の例とは比較にならないほどの規模の赤字を抱え、そ

の結果、再建期間も長くまた単年度の財政負担も重くなってしまった。そのことで、一層の人口減少

と地域の衰退に直面し、地方創生の時代にスタート台に立てないという現状にあえいでいる。自治体

財政健全化法が許す運用の範囲で、夕張市の財政再生と地域再生あるいは地方創生とどのように両立

させるかが重い課題となっている。その課題を乗り越えれば、また１つ、地方財政運営についての懸

案が解決される。 
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